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第１ 大学の概要

　１ 基本情報

(1) 法人名 公立大学法人新潟県立看護大学

(2) 所在地 新潟県上越市新南町240番地

(3) 設立根拠法令 地方独立行政法人法

(4) 設立団体 新潟県

(5) 資本金

(6) 沿革 平成14年（2002年）４月　新潟県立看護大学 開学

平成18年（2006年）４月　大学院（看護学研究科修士課程）設置

平成25年（2013年）３月　公立大学法人設置認可

平成25年（2013年）４月　公立大学法人化

平成30年（2018年）４月　大学院（看護学研究科博士後期課程）設置

(7) 法人の目標

(8) 法人の業務 ①

②

③

④

⑤

⑥

　２ 学部構成等

(1) 学部等の構成 （入学定員95名）

（入学定員15名）

（入学定員３名）

(2) 在学生数 総学生数 420人 （令和4年5月1日現在）

【内訳】

・ 看護学部 看護学科  388人

・ 大学院
看護学研究科博士前期課程  21人

・ 大学院
看護学研究科博士後期課程 11人

(3) 教職員数 49人

 16人

公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供するこ
と。

大学における教育研究成果の普及及び活動を通じ、地域社会及び国際社会
に貢献すること。

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

　（法人定款 第４章第23条より）

看護学部 看護学科

大学院
看護学研究科博士前期課程

大学院
看護学研究科博士後期課程

教員
（学長兼理事長を含む、
　令和4年5月1日現在）

職員

法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他
の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

2,285,244,000円

　公立大学法人新潟県立看護大学は、新潟県における看護学教育・研究の中
核的機関として、大学を設置し、管理することによって、教育と研究に励
み、多様に変化するニーズに柔軟に応じうる資質の高い看護人材を育成する
とともに地域とともに邁進する大学として、その成果を絶えず地域社会に還
元し、もって、新潟県はもとより、国内外の看護学の発展と保健・医療・福
祉の向上に寄与することを目的とする。
　この目的の実現に向け、法人が自主的、自律的かつ効率的に大学運営を行
い、より一層県民の期待や負託に応えていくよう、次の３項目（高度な看護
人材の供給と確保、地域課題の研究・発信、国内外の関係機関との連携）を
「教育研究等の向上に関する基本方針」に位置づけ、目標を定める。

　（中期目標前文より抜粋）

大学を設置し、これを運営すること。

学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助
を行うこと。
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　３ 組織・運営体制

(1) 法人役員

　　　　　    　氏　　名

　　　小泉　美佐子 学長兼務

　　　境原　三津夫

　　　野口　美和子 元沖縄県立看護大学学長

　　　山田　知治 頸城自動車株式会社代表取締役社長

　　　大原　啓資 公認会計士

　　　小熊　廸義 株式会社東光クリエート会長

(2) 審議機関

　① 経営審議会

　　  　    氏　　名 　　　　　　氏　　名　　　　　　役　　職

　　小泉　美佐子 　　　渡邉　隆理事長（学長兼務）

　　境原　三津夫 　　　戸北　凱惟副理事長（教授兼務）

　　野口　美和子 　　　矢田　俊文理事（元沖縄県立看護大学学長）

　　山田　知治 　　　高橋　信雄理事（頸城自動車株式会社代表取締役社長）

　　川室　優 　　　川室　優学外者（医療法人高田西城会理事長）

　　天野　和孝 　　　長谷川　彰学外者（上越教育大学理事兼副学長）

　　五十嵐　直子 　　　長谷川　彰学外者（新潟県看護協会副会長）

　　大久保　明子 　　　坪倉　繁美副学長兼看護学部長（看護学部教授）

　　石田　和子 　　　平澤　則子看護学研究科長（看護学部教授）

　　岡村　典子 　　　平澤　則子看護研究交流センター長（看護学部教授）

　　大竹　順司 　　　樺沢　清文事務局長

　　  　    氏　　名 　　　　　　役　　職

　　小泉　美佐子 学長（理事長）

　　境原　三津夫 看護学部教授（副理事長）

　　大久保　明子

　　石田　和子

　　岡村　典子 看護研究交流センター長、教務委員会委員長（看護学部教授）

　　永吉　雅人

　　樺澤　三奈子

　　堀江　正男

　　酒井　禎子 実習委員会委員長（看護学部准教授）

　　髙栁　智子

　　葛城　美徳 研究推進委員会委員長（看護学部准教授）

　　高林　知佳子

　　谷本　千恵 FD委員会委員長（看護学部教授）

　　中村　義実

　　伊豆上　智子 紀要委員会委員長（看護学部教授）

　　常盤　洋子 倫理委員会委員長（看護学部教授）

　　大竹　順司 事務局長

　　柳澤　義治 事務局次長

　② 教育研究審議会 ＝ 大学の教育研究及び人事に関する重要事項を審議 （29名以内）

副学長、看護学部長、ハラスメント防止特別委員会委員長、自己点検･評
価特別委員会委員長（看護学部教授）

基礎・臨床看護学系代表者、看護学研究科長、教学委員会委員長（看護学
部教授）

国際交流委員会委員長（看護学部准教授）

学生委員会委員長、入学委員会委員長（看護学部教授）

入試・広報委員会委員長（看護学部教授）

情報ネットワーク特別委員会委員長（看護学部准教授） 

共通基礎系代表者、図書館長、図書委員会委員長、災害時看護支援特別委
員会委員長（看護学部教授）

地域生活看護学系代表者、国家試験対策･就職委員会委員長（看護学部教
授）

＝ 法人の経営に関する重要事項を審議 （12名以内）

役　　職 備　　考

　　理事長

　　副理事長 教授兼務

　　理事 (非常勤）

　　理事 (非常勤）

　　監事 (非常勤）

　　監事 (非常勤）

  　 ※ 参考：理事会（＝法人の運営に関する重要事項を審議）は、理事長、副理事長及び理事をもって構成。
　　  　 　　（監事は、理事会において意見を述べることができる。）

（理事長１名、副理事長１名、理事２名、監事２名）
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（３）組織図（運営体制）

庶務係　経営企画係 教務係　図書学生係

教務学生課

看護学部 看護学研究科
　看護研究
　　交流センター

図書館 事務局

○地域社会貢献
○看護職学習支援
○地域課題研究開発
○特別研究教授会 研究科委員会

総務課

・理事長
・副理事長
・理事（２名）
・副学長
・看護学部長
・看護学研究科長
・看護研究
　　交流センター長
・事務局長
・学外者

・学長
・副学長
・看護学部長
・看護学研究科長
・図書館長
・看護研究
　　交流センター長
・系の代表者
・各種委員会の長
・事務局長
・事務局次長
・学長が指名する者

○倫理委員会
○教務委員会
○実習委員会
○学生委員会
○研究推進委員会
○FD委員会
○国家試験対策就職委員会

○入試・広報委員会
○図書委員会
○紀要委員会

副理事長（常勤）

理事（学外者・非常勤）

理事（学外者・非常勤）

○入学委員会
○教学委員会

監事（２名・非常勤） (再掲）
○ハラスメント防止特別委員会

○自己点検評価特別委員会

○外部評価特別委員会

○情報ネットワーク特別委員

会

○国際交流委員会
○災害時看護支援特別委員
会

○入試実施本部
○ハラスメント防止特別委員会
○自己点検・評価特別委員会
○外部評価特別委員会
○情報ネットワーク特別委員会
○国際交流委員会
○災害時看護支援特別委員会

学　　長 運営評議会

・理事長（学長）
・副理事長
・副学長
・看護学部長
・看護学研究科長
・図書館長
・看護研究交流センター長
・事務局長
・事務局次長

副学長
法人評価調整会議

・副理事長
・事務局長
・事務局次長
・運営評議会で決定した
教職員

経営審議会 理事長（＝学長） 教育研究審議会 運営委員会

公立大学法人新潟県立看護大学組織図　　　R4.4.1現在

【運営に関する重要事項を審議】

理　事　会
【経営に関する

重要事項を審議】
【教育研究・人事に関
する重要事項を審議】
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第２ 令和４年度事業の実施状況

　１ 業務実績の全体概要

(1) 教育研究上の質の向上に関する取組

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

(2) 業務運営や財務内容等の改善等に関する取組

①

②

③

④

　令和４年度は公立大学法人化10年目で第２期中期目標・中期計画の４年目であり、業務全般
の着実な遂行と中期目標の達成を目指した年度計画の取組に加え、大学創立20周年記念式典・
講演会を開催し、多くの関係者に感謝を伝え引き続きの支援をお願いした。
　教育においては、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すとともに、令和４年
度から適用となった新カリキュラムのPDCAを１年間のサイクルで循環させる体制を整備した。
大学院博士後期課程において、初めて学位取得者２名を輩出した。
　地域貢献においては、公開講座開催に際し、対面・遠隔・ハイブリッドを使い分けるなど、
新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら、センター事業を実施した。
　業務運営体制については、Web出願システムや出退勤管理システム等を運用し、業務のデジタ
ル化・効率化を進めた。また、予算を確保し、トイレの洋式化を行い、大学内全てのトイレの
洋式化を完了した。

　令和４年度計画に定める計画のうち、主な実績概要は次のとおりである。

　学生の確保について、学部は感染症対策を講じながら、定員制による対面型オープン
キャンパスを再開し、併せてWebオープンキャンパスも実施し、志願倍率3.8倍を確保し
た。また、大学院は社会人の大学院就学の促進に向けた対策を検討し、令和５年度から博
士後期課程の共通科目を土曜日等にオンラインを基本に開講することとした。

　令和６年度の大学院助産師コースの開設に向け検討し、助産師コースの定員は４名、博
士前期課程全体の入学定員は現行15名のままとした。また、大学院のポリシーを再編する
必要があるため、３ポリシーの見直しを進めた。

　看護師国家試験は合格率97.9%で全国平均を上回り、保健師国家試験は合格率96.6%で全
国平均並を維持した。助産師国家試験は10年連続して合格率100％を達成した。また、専門
看護師コース大学院修了生の専門看護師認定審査において、がん看護専門看護師２名及び
老年看護専門看護師２名が合格した。

　教育の内容について、新カリキュラムに関する意見交換会を開催し、学生の主体的な学
びの促進及び授業の工夫や課題について検討を行い、新カリキュラムのPDCAサイクルの循
環を図った。

　教員を対象に実施したアンケート調査のニーズ結果を踏まえて、英語論文作成のサポー
トのため、本学英語教員が協力し、英語論文投稿支援制度を立ち上げ、10月から運用を開
始した。

　３月にクライストチャーチ工科大学（Ara）との国際交流協定に基づく２週間のニュー
ジーランド看護研修を実施した。Araを拠点に看護英語クラス受講、保健医療施設見学、看
護学演習参加、ホームステイ等を行った。

　大学全体の照明器具のＬＥＤ化を計画的に進め、学内の廊下及び北口玄関通路照明のＬ
ＥＤ化工事を実施した。また、新型コロナウイルス感染症対策として、予算を確保し、大
学内全てのトイレの洋式化を完了した。

　平成29年度の包括外部監査において指摘された事項については、改善の検討を重ね、全
事項について措置が認められた。

　Web出願システムの運用を開始し、受験生の出願時の負担軽減・記載ミス防止、事務局職
員の入力事務の削減等を行った。また、出退勤管理や時間外勤務、休暇取得のシステムを
導入し、時間把握の客観性向上と決裁・集計事務の効率化を図った。

　新潟県内における専門看護師のネットワーク化を目指し、各専門分野専門看護師の代表
者による意見交換の場を設け、専門看護師の役割開発及びネットワーク作りに関して意見
交換を行った。

　新潟県看護系大学等災害支援連携協議会の会長校として、長岡保健所での新型コロナウ
イルス積極的疫学調査に協力し、本学から教員を派遣するとともに、村上市・関川村豪雨
災害の際は、新潟県・会員校と連携して現地の保健相談活動の調整に関わった。
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①

②

③

(3) 前事業年度の業務実績に関する評価結果に対する取組

　大学院における社会人学生の確保に向けた対応
　大学院は、大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例（教育上特別の必要があると
認められる場合の、夜間その他特定の時間又は時期における授業又は研究指導）及び長期
履修制度を導入しており、社会人が就業を継続しながら学修するための教育的な配慮を
行っている。現在、博士前期課程と博士後期課程の学生のほとんどは、看護職者として就
業している社会人であり、入学志願者数においても、昨今の新型コロナウィルス感染症の
発生状況の影響を大きく受けている状況である。大学院は、令和２年度よりオンライン授
業を導入し、対面授業が困難な状況であっても学修できる体制を整備し、各科目の特性や
学生のニーズに合わせて対面授業とオンライン授業を併用しており、令和４年度は、オン
ラインで行う授業を拡充した。また、これまでは平日の日中に開講してきた博士後期課程
の共通科目について、社会人学生が仕事と修学を両立しやすいよう、令和５年度は土曜日
や夏季休業期間等に開講することとした。
　社会人や新潟県内外の遠方居住者に、これらの学修上の利点や大学院で学ぶ意義をア
ピールするために、県内ならびに近県の関係機関(保健医療福祉施設、教育機関)に大学院
パンフレットを送付するとともに、大学院説明会(６月・10月に対面とオンラインでのハイ
ブリッド開催)、大学院授業体験、本学同窓会や新潟県立病院への働きかけを行った。大学
院説明会では令和４年度からの新たな試みとして、社会人の受験で心理的障壁となりやす
い英語の学習について、ミニレクチャーを取り入れた。
　さらに、令和６年度には博士前期課程における助産師コースの開設を計画しているた
め、博士前期課程で助産師を目指す受験生確保に向けて、令和５年度の学生募集を早期に
広く発信していくこととした。

　県内就職者数の増加に向けた取組
　例年、学年ごとにキャリアガイダンスを開催しており、インターンシップ参加における
注意点や就職試験を受験する際の心得などを学生にアドバイスするほか、県内での就職説
明会やセミナーに関する情報提供を行うことで、就職先として学生が県内の施設に関心が
向くよう働きかけている。
　また、県内の医療機関や行政機関で活躍する看護職の卒業生（看護師、助産師、保健
師）を招き、現在の職場を選んだ理由・仕事の内容・職場の特徴・仕事に対するやりがい
などを発表してもらったり、学生と語り合う時間を設けたりすることで、学生が県内就職
の魅力を実感できるように講じている。キャリアガイダンス開催後のアンケートでは、ど
の学年からも高評価が得られており、今後も学生が専門職として就職することへの支援だ
けでなく、県内就職率の向上に向けた取組を継続していきたいと考えている。
　なお、これらの取組に関しては、新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、オンライン
を併用しながら実施した。新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、今後もこの
形式を取り入れながら学生をサポートして行く予定である。

　授業評価アンケートの回収率増加に繋がる取組
　令和４年度は、授業評価アンケートの回答率改善に向けて、令和３年度の取組を踏ま
え、学内教員と非常勤講師への呼びかけを強化した。学内教員に対しては、授業評価アン
ケート実施依頼の回数を増やし、前期・後期に各２回、口頭・メール・紙媒体により行っ
た。また非常勤講師に対しては、最終講義日にアンケートの実施を依頼するとともに、非
常勤講師室に「授業評価アンケート実施についてのお願い」のポスターを掲示した。さら
に令和４年度前期よりアンケートの集計後に全科目の回答率を教員にフィードバックする
ことで、教員の授業評価アンケートに対する関心が高まるよう働きかけた。
　令和５年度からはアンケートのシステムが変更となるため、学生が順調に新システムに
適応できるよう、１・２学年の学生を対象に一部の後期科目について新システムによる授
業評価アンケートの回答入力を試行した。さらに、令和５年度の学生便覧に授業評価アン
ケートに関する説明を新たに追記した。
　今後は教員に対して新システムによるアンケートの実施方法について周知し、引き続き
回答率の増加に繋がる取組を行っていく。
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④　論文件数、査読付き論文件数及び学会報告件数の増加に向けた取組
　論文件数、査読付き論文件数及び学会報告件数の増加に向け、以下の取り組みを実施し
ている。
ア　R.R.C.(Research Proposal Consultation)を通して教員が研究計画立案や論文作成の
　洗練に向け個別指導を受ける機会を提供した。令和４年度は希望者がいなかったため、
　企画についての改善点を明らかにすべく、２月に全教員を対象にアンケートを実施し
　た。
イ　助教・助手を対象とした研究計画立案や論文作成の洗練に関わる学習機会として
　R.P.C.CAFÉを開催しているが、令和４年度はより多くの参加者が見込まれれる３月の開
　催とし、講師も対象に含めた結果、参加者は昨年の３名から10名に増加した。
ウ　研究能力向上や論文作成能力向上に資する図書を新規に購入し、既存の図書とともに
　図書館に特別展示した。
エ　教員のニーズ調査結果から、英文による論文執筆の支援体制が必要とされていること
　を受け、英語教員の協力のもと、10月から英語論文投稿支援制度の運用を開始し、支援
　を行った。希望した教員は英語論文の英文チェックや添削を受けることが可能となっ
　た。
オ　本学全教員に対して、科学技術振興機構（JST）による研究者向けデータベース型研究
　者総覧であるResearchmapへの個人ページの開設を促進し、本学HPの各教員紹介ページか
　ら、Researchmap個人ページへリンクさせたうえ、個人ページの記載内容の充実化を促し
　た。今後、各教員の研究内容や業績へのアクセスが容易となることで、国内外の研究者
　との共同研究への発展が期待され、論文件数の増加が期待される。
カ　新潟大学URA(University Research Administractor)が提供している研究支援
　「RETOP」のうち、科研費申請書作成に関するセミナーである「知りたいことだけサクッ
　とセミナー」に、本学教員がオンライン受講できるよう、調整を行った。５月末から６
　月末までの期間限定ではあったが、参加者のアンケート結果からは概ね好評であったこ
　とがうかがえた。

 　※URAは、大学等において、研究者とともに（専ら研究を行う職とは別の位置付けとし
　　て）研究活動の企画・マネジメント、研究成果の活用促進を行うことにより、研究者
　　の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材を
　　指す。
キ　２月に研究成果報告会を開催し、令和３年度に学内共同研究助成を受けた教員が研究
　成果を発表した。教員38名、大学院生１名の参加があった。
ク　科研費を獲得している学内の教員３名を講師とし、「優れた研究計画書の作成」を
　テーマに３月に研修会を開催した。教員23名の参加があった。
ケ　本学教員が大会長を務めた第18回日本周産期メンタルヘルス学会学術集会の開催につ
　いて、教員や学部生、大学院生に周知を行い、参加を促すことで、研究活動への関心や
　共同研究の機会を高めるよう働きかけた。
　上記アからケのうち、エカケは令和４年度の新たな取り組みである。
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⑤　コロナ禍における海外大学等との現地研修実施に向けた取組
　コロナ禍における国際交流の促進に向け、現地研修を含む以下の企画を実施した。
ア　国際交流オンライン交流会
　　クライストチャーチ工科大学（以下、Araとする）看護学部生とのオンライン交流会
　を、６月に開催した。これは「コロナ禍における看護学生の学びの工夫」についてのプ
　レゼンテーションとディスカッションを行うことを目的としたものであり、Araより５名
　(学部生２名、教職員３名)が、本学より７名(学部生２名、教職員５名)が参加し、新型
　コロナウイルスパンデミック以降の看護学の学習状況と工夫について互いにプレゼン
　テーションを行い、相互理解を深めた。
イ　ニュージーランド看護研修
　　国内外での水際対策の緩和傾向を背景に、令和４年度国際看護演習として、Araとの国
　際交流協定に基づく「ニュージーランド看護研修」を実施した。本研修は、ニュージー
　ランドの文化、保健医療制度、英会話、安全対策を学ぶ５回の事前研修を経て、令和５
　年３月、Araを拠点に14日間に亘り実施したもので、学習内容は、看護英語クラスの受
　講、保健医療施設見学、看護学演習への参加、ホームステイ等であった。参加者は計６
　名（学部生５名、引率教員1名）であり、研修中の事故や罹病は発生せず、全員がプログ
　ラムを完遂した。
ウ　危機管理対策マニュアルおよび渡航安全ガイドブックの改訂
　イの現地研修に先立ち、国際交流における危機管理対策の強化に向け、本学では留学生
　危機管理サービス「OSSMA」を新たに契約・導入し、これに併せて感染症を含む危機事象
　に対する危機管理対策を明文化したマニュアルを改訂した。また本マニュアルとともに
　学生用渡航安全ガイドブックを改訂し、安全対策について丁寧に指導した。現地研修中
　は、国際交流委員会が契約会社・Araとの連絡窓口及び参加者の日々の健康チェックの役
　割を担った。
　令和５年度に、ニュージーランド看護研修及び危機管理対策の振り返りに基づき、参加
者増加のための取り組みと危機管理対策の一層の強化を図る。
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　２ 業務実績及び自己評価結果

(1) 項目別自己評価結果（一覧）

１ 教育に関する事項 （№1） 学生の確保 ａ （年度計画を上回る） 9

（中期計画 第１の１）
（№2） 教育の内容 ａ （年度計画を上回る） 11

（№3） 教育の実施体制 ａ （年度計画を上回る） 14

（№4） 学生への支援 ａ （年度計画を上回る） 16

２ 研究に関する事項 （№5） 研究水準及び成果等 ａ （年度計画を上回る） 20

（中期計画 第１の２）
（№6） 研究実施体制の整備等 ａ （年度計画を上回る） 22

地域貢献・国際交流
に関する事項

（№7） ａ （年度計画を上回る） 23

（中期計画 第１の３）
（№8） 地域社会との連携 ａ （年度計画を上回る） 25

（№9） 国際交流 s （年度計画を大幅に上回る） 26

４
（№10） 運営体制の改善 ａ （年度計画を上回る） 27

（№11） 人事の適正化 ａ （年度計画を上回る） 28

（№12） 事務の効率化・合理化 s （年度計画を大幅に上回る） 30

５
（№13） 自己収入の増加 ａ （年度計画を上回る） 31

（№14） b （年度計画を概ね実施） 32

（№15） 資産の運用管理の改善 ａ （年度計画を上回る） 32

（№16） 自己点検・評価の実施 ａ （年度計画を上回る） 33

（№17） 情報公開の推進 b （年度計画を概ね実施） 34

       ７
（№18） 法令遵守の推進 b （年度計画を概ね実施） 35

（№19） 施設の効率的整備 ａ （年度計画を上回る） 36

（№20） 危機管理 s （年度計画を大幅に上回る） 37

（№21） 人権の保護 b （年度計画を概ね実施） 38

（№22） 情報セキュリティ対策 b （年度計画を概ね実施） 39

(2) 項目別業務実績・自己評価結果（詳細）

Ｐ9～Ｐ39のとおり（中期計画第6～第10については、業務実績のみ記載）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

※ 中期計画第6～第10（＝全体評価の際の参考情報）については、自己評価対象外のため、上記一覧に含まれていない。

（中期計画 第２）

財務内容の改善に関す
る事項

（中期計画 第３）
経費節減

６ 自己点検・評価及び
情報公開の推進に
関する事項
（中期計画 第４）

（詳細）

地域社会ニーズへの対応

その他業務運営に
関する事項

（中期計画 第５）

業務運営の改善及び
効率化に関する事項

法人自己評価

教
育
研
究
上
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

３

大項目 中項目
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　１ 教育に関する目標を達成するための措置

 (1)学生の確保に関する目標を達成するための措置

(ｱ)入学者受入方針に関する具体的方策

1 1 　ホームページや大学案内等
を充実させ、アドミッション
ポリシーを広く、効果的に周
知する。また、オンラインに
よる発信を積極的に行い、入
試関連情報の的確な広報を行
う。

1-2 　大学の魅力を広く発信する
ため、オープンキャンパスや
高校訪問、出前講義を積極的
に実施し、アドミッションポ
リシーにかなった優秀な学生
の確保を図る。

(ｲ)適正な定員設定と選抜の実施に関する具体的方策

2 　文部科学省が進める入学
者選抜改革の趣旨を踏まえ
つつ、アドミッションポリ
シーに即した入学者選抜を
実施する。

2 　文部科学省が進める入学者
選抜改革の趣旨を踏まえつ
つ、アドミッションポリシー
に即した入学者選抜を実施す
る。

3 　社会の変化やニーズを的
確に把握し、必要に応じて
入試制度や入学定員の見直
しを行う。

3   18歳人口減少の状況や他大
学の動向を検討し、県の看護
職員の需給等を踏まえ、入学
者選抜要項の見直しを行う。

◆指標№２ 志願倍率（志願者数／募集定員数（一般選抜））

R6目標値：4.3倍（毎年度） R4実績値：  3.8倍（R3：8.3倍）

　※過去の志願倍率を勘案 達成度：   ○ [達成率： 88.4% ]

(ｱ)入学者受入方針に関する具体的方策

4 　高度な実践能力を有する
看護専門職者、看護管理
者、教育者及び研究者にな
り得る人材を確保するた
め、アドミッションポリ
シーをホームページや大学
案内で広く周知するととも
に、卒業生や医療機関等に
積極的に発信する。

4 　博士前期・後期課程のアド
ミッションポリシーをホーム
ページや大学案内等で広く周
知するとともに、学部生への
周知と卒業生や医療機関等へ
の発信を引き続き積極的に行
う。

　文部科学省により提示された入学者選
抜実施要項の見直しの趣旨を踏まえ、ア
ドミッションポリシーに即した入学者選
抜の実施に努めた。

　令和４年度は、令和３年度に定めた新
しい入学定員の導入により、意欲的かつ
優秀な学生の確保に努めた。
＜入学定員＞
・推薦　40名
・前期入試　45名
・後期入試　10名

　博士前期・後期課程のアドミッション
ポリシーをホームページや大学案内等で
広く周知した。大学ホームページに大学
院バナーを設置するとともに、大学院
リーフレットを県内外の保健医療福祉機
関や看護師養成機関 約1,100施設に送付
した。学部生に対しては、キャリアガイ
ダンスで大学院での学びを周知し、卒業
生に対しては、同窓会を通して大学院説
明会の情報を発信した。加えて、看護職
員を対象とした研修会や看護研究交流セ
ンター事業等において、入学委員が講師
を務め、大学院での学びについて周知し
た。

イ
 
大
学
院

大項目１ 教育に関する事項

中期計画

ア
 
学
部

　学部が求める学生像にか
なった優秀な人材を確保す
るため、アドミッションポ
リシーをホームページや大
学案内等により広く周知す
るとともに、オープンキャ
ンパスや高校訪問等を実施
し、積極的、効果的に発信
する。

【中項目：(№１)学生の確保】

R4目標値：4.3倍

　

令和４年度計画 令和４年度業務実績

　感染症対策を講じながら、３年ぶりに
対面型オープンキャンパスを再開した。
8/6・8/7に定員制により２回実施し、290
名の参加者（うち高校生は177名）があっ
た。
　Webオープンキャンパスを７月下旬から
常時開設し、視聴者数は1200人に達し
た。模擬講義や看護体験演習のコンテン
ツを拡充した。
　SNSの大学公式アカウントに、授業風景
やイベントの写真を随時掲載した。
　大学見学受け入れ９回、出前講義８
回、高校訪問50校、進学相談会18回（ほ
か資料参加17回）を実施した。
　新たに、新潟県主催のプログラムに２
回参加し、本学の学生が直接県内高校に
出向いて、大学の魅力をアピールする取
組を行った。

　ホームページや大学案内等にアドミッ
ションポリシーを明示し、学部が求める
学生像の周知に努めた。新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じながら、対面・オ
ンラインを併用し、積極的に入試広報活
動を展開した。
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(ｲ)適正な定員設定と選抜の実施に関する具体的方策

5 　社会の変化やニーズを的
確に把握し、必要に応じて
入試制度や入学定員の見直
しを行う。

5 　社会の変化や学内の学士教
育課程の変更、近隣の看護系
大学院の状況を踏まえ、適正
な入学定員について検討を行
う。

(ｳ)社会人の受入れに関する具体的方策

6 　社会人受け入れ制度につ
いて広く周知する。

6 　社会人受け入れ制度や科目
履修制度について広く周知す
る。また、社会人や市外在住
者に配慮し、ハイブリッド型
(対面・オンライン)の大学院
説明会を前期・後期に各1回
開催する。

6-2 　本学の設置主体が県立であ
ることから、同じ県立病院の
看護の質へ資するためにアド
ミッションポリシーを周知し
て県立病院への働きかけを行
う。また、大学院授業体験の
募集時や看護研究交流セン
ターでの看護職を対象とした
事業を通して、大学院修学へ
の関心を高めてもらうための
PR活動を促進する。

7 　社会人が学修しやすい環
境を整備する。

7 　社会人学生の状況を踏まえ
た学習環境を整備する。

7-2 　新型コロナウイルス感染状
況を考慮して、遠隔授業の充
実を図る。

a
（年度計画を上回る）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　社会人受け入れ制度や科目履修制度に
ついて、ホームページや大学院リーフ
レットに掲載し広く周知した。ハイブ
リッド型の大学院説明会を6/4に開催し、
12名の参加があった。後期は10/29に開催
し、７名の参加があり、社会人が大学院
受験を躊躇する理由の一つである英語に
関する入試対策について説明を加え、受
験生の確保に結びつけた。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

法人による自己評価結果　　【中項目：(№1)学生の確保】

　評価理由（主な成果や課題等）
　学部では、感染症対策を講じながら、３年ぶりに対面型オープンキャンパスを再開し、290名の参加があった。
併せてWebオープンキャンパスを模擬講義や看護体験演習のコンテンツを拡充させた上で、常時開設を継続した。
　SNSの大学公式アカウントに、授業風景やイベントの写真を随時掲載し、大学活動のアピールに努めた。
　新たに、新潟県主催プログラムに２回参加し、本学の学生が直接県内の高校に出向いて、大学の魅力をアピー
ルする取組を行った。
　これらの取り組みにより、一般選抜の志願倍率は3.8倍を確保した。
　大学院においては、令和６年度に博士前期課程に開設予定の助産師コースの申請準備と並行して、令和６年度
からの博士前期課程入学定員を検討した。
　博士後期課程に進学していない学内教員に対し、進学意向調査を行い、その結果をもとに社会人の大学院就学
の促進に向けた対策を検討した。その結果を踏まえ、令和５年度から博士後期課程の共通科目は土曜日等にオン
ラインを基本に開講する就学環境の改善を行うこととした。
　なお、博士後期課程において、初めて学位取得者２名（両名とも社会人）を輩出した。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

評価区分

　大学院生が新型コロナウイルス感染症
患者及び濃厚接触者になった場合には、
対面講義を急遽オンラインに変更した。
遠隔授業が定着するとともに、研究の指
導・研究計画書審査についても、オンラ
インで実施した。

　博士前期課程・博士後期課程ともに必
修科目はオンラインにより行い、社会人
学生にとって来学する必要がなく受講し
やすい学習環境を整備した。
　なお、博士後期課程において、初めて
学位取得者２名（両名とも社会人）を輩
出した。

　令和６年度に博士前期課程に開設予定
の助産師コースの申請準備と並行して、
令和６年度からの博士前期課程入学定員
を検討した。入学定員は変更せず、助産
師コースの定員４名のうち若干名を学内
推薦選抜で行う方針で令和６年度入試に
向け、準備を進めた。

　新潟県立病院の新任看護師長研修及び新任
副看護師長研修において、大学院アドミッ
ションポリシーや学位取得によるキャリア形
成について説明を行った。また、看護研究交
流センター主催の看護職を対象とした研修や
研究発表会において、大学院での学びについ
てPR活動を行った。大学院授業体験は、前期
開講科目において３名の参加があった。
　また、博士後期課程に進学していない学内
教員に対し進学意向調査を行い、その結果を
もとに社会人の大学院就学の促進に向けた対
策を検討した。その結果を踏まえ、令和５年
度から博士後期課程の共通科目は土曜日等に
オンラインを基本に開講する就学環境の改善
を行うこととし、科目等履修生に２名の出願
希望があった。

イ
 
大
学
院
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　１ 教育に関する目標を達成するための措置

 (2)教育の内容に関する目標を達成するための措置

(ｱ)教育課程の充実に関する具体的方策

8 　看護学教育モデル・コ
ア・カリキュラムなど社会
の動向を踏まえた教育課程
の見直しを継続的に行う。

8 　新カリキュラムのPDCAを４
年間・１年間のサイクルで継
続的に循環させる。

9 　教養科目と専門科目の有
機的なつながりを強化し、
ディプロマポリシーを反映
させたカリキュラムポリ
シーに基づき教育課程を見
直す。

9 　カリキュラムポリシー及び
ディプロマポリシーを学生便
覧に明示するとともに、各学
年の教務ガイダンスにおいて
説明する。また、学生の自己
成長とベンチマークの確認が
できる方法を検討する。

(ｲ)教育方法・内容の充実に関する具体的方策

10 　入学初年次からの少人数
教育や課題解決型授業など
の実施により、アカデミッ
クスキルの修得を推進す
る。

10 　新カリキュラム導入におけ
る単位時間数の改正に伴い、
効果的な教育方法や主体的な
学習方法について検討する。

11 　卒業までの学年別到達目
標の到達状況の調査・検討
を通して、教育方法・内容
の工夫と改善を継続的に行
う。

11 　学年別到達目標の到達状況
を把握するアンケート調査を
継続し、各科目や学年別の達
成度(成績評価等)を踏まえ、
授業改善に役立てる。

　新カリキュラム導入に伴い、効果的な教
育方法や主体的な学習方法について検討す
るために、新カリキュラム意見交換会を２
回実施した。学生への主体的な学習を促進
する方法として、学内ポータルサイトを用
いて学生に事前・事後学習を指示する取組
についての報告があった。また、２年目の
課題として、領域を超えた教員間の連携や
視聴覚映像を活用した教育方法等につい
て、情報共有した。

　１～４年次生を対象に「学年別到達目標
到達度の自己評価」に関する調査を、学内
ポータルサイトを用いて実施した。５段階
のリッカートで「十分できる」を５、「全
くできない」を１とし、２～４年生のディ
プロマポリシー達成状況は平均4.3であっ
た。新カリキュラムの対象である１年生の
ディプロマポリシー達成状況は平均4.4
で、カリキュラム満足度は「満足」「どち
らかといえば満足」を合わせて86％と一定
の評価を得た。

大項目１ 教育に関する事項

中期計画

　【中項目：(№2)教育の内容】

令和４年度計画 令和４年度業務実績

　新カリキュラムに関する意見交換会を９
月と３月に開催し、学生の主体的な学びの
促進及び授業の工夫や課題について、検討
を行った。また、新カリキュラムの対象で
ある１年生にアンケートを実施した結果、
履修科目から多くの学びを得ていることが
分かった一方で、科目選択時の情報の不足
等の課題が明確となった。その対策を検討
し、今後は教務ガイダンスの際に科目選択
時の留意事項を伝えることとした。

　カリキュラムポリシー（CP）及びディプ
ロマポリシー（DP）を学生便覧に明示し、
各学年の教務ガイダンスにて説明を行っ
た。学生の自己成長とベンチマークの確認
ができる方法について、検討した。

ア
 
学
部
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(ｳ)公正な成績評価の実施に関する具体的方策

12 　各科目の到達目標及び成
績評価方法・評価基準に基
づき、達成度を公正かつ適
切に評価する。

12 　シラバスに各科目の明確な
評価基準を示し、その評価基
準に則り公正に評価が行われ
ているかについて、学生の授
業評価等を活用し検討する。

(ｱ)教育課程の充実に関する具体的方策

13 　ディプロマポリシーを反
映させたカリキュラムポリ
シーに基づき教育課程を見
直す。

13 　博士前期課程および博士後
期課程のアドミッションポリ
シー・ディプロマポリシー・
カリキュラムポリシーに基づ
いて教育を行う。
　博士前期課程から博士後期
課程に教育・研究指導が繋が
るように教育研究組織の再編
を検討する。

14 　高度な実践を提供できる
がん看護、老年看護の専門
看護師（CNS）を養成する
教育課程を継続するととも
に、ニーズに応じて他分野
のCNS教育課程の設置を検
討する。

14 　助産師養成課程を学士課程
から大学院博士前期課程へ変
更する（令和６年度開講を目
指す）ため、入学定員を含め
て教育課程全般を見直す。

15 　他大学との単位互換につ
いて検討する。

15 　他大学、特に専門看護師教
育課程を有する大学とのオン
ラインを活用した単位互換等
を検討する。

(ｲ)教育方法・内容の充実に関する具体的方策

16 　大学院向けの特別セミナー
を企画・実施する。さらに、
大学院生の教育能力の向上に
向けた講義等を遠隔授業を含
めて充実させる。

16-2 　大学院生が国内外の学会や
研修会に積極的に参加し、研
究発表やパネリストとして発
表することを促す。

16-3 　看護職等のリカレント教
育、地域住民の生涯教育等に
大学院生を参加させ、指導
者・教育者としての意識を高
める。

イ
 
大
学
院

　大学院生が、学部の講義や看護職等の研
修会に講師として参加した。
・研修会講師 　17名（R3：8名）

  大学院生が論文発表や学会発表等を行う
ことを促した。
・論文発表　３件（R3：2件）
・学会発表　11件（R3：8件）
・パネリスト等　２件（R3：1件）

  学生が高度な看護専門職
者、看護管理者、教育者及
び研究者を目指す意識を高
めるような教育・指導方法
を検討する。

16

　大学院博士前期課程においては研究コース２
名、がん看護CNSコース３名、老年看護CNSコー
ス１名が入学し、履修は順調に進んでいる。大
学院博士後期課程においては１名が入学し、履
修状況は順調である。
　博士後期課程における教育研究組織の再編成
について検討した結果、学生に、より専門的・
多角的な観点から博士論文指導を行うことを目
的として、専門分野を従来の７分野から４分野
に集約することとし、令和６年度から運用する
こととした。また、博士前期課程助産師コース
設置に向けて準備を進めた。

　令和６年度の大学院助産師課程の開設に向け
検討し、助産師コースの定員は４名（うち、学
内推薦選抜若干名）、博士前期課程全体の入学
定員は現行15名のままとした。
　また、助産師コースと連動させた大学院のポ
リシーを再編する必要があるため、３ポリシー
の見直しを進めた。
　助産師コース開設の必要性及び需要と供給を
把握するため、上越・中越地域の医療機関等に
ニーズ調査を行い、結果を集計・検証した。
　さらに、学部生が大学院授業科目を履修でき
る制度の導入やその授業料を徴収しないことに
ついて、検討を行った。

　大学間の単位互換・CNSコースの合同授
業について検討した。

　大学院セミナーは、聖路加国際大学大学
院看護学研究科特命教授・木下康人氏を講
師として招聘し、遠隔講義により「看護学
研究における修正版グラウンデッドセオ
リー（M-GTA)の実勢」というテーマで実施
した。大学院生及び教員など54名の参加が
あった。M-GTAから質的研究についての講
義であり、参加者から非常に好評を得た。

　評価方法・評価基準のシラバスへの明
記、それに基づく評価の徹底を心がけるよ
う、教授会で教員に周知した。
　成績評価に関する照会が２件あり、担当
教員から学生に説明を行った。
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(ｳ)公正な成績評価の実施に関する具体的方策

17 　博士前期課程及び博士後期
課程におけるシラバスの見直
しを行い、成績評価基準を明
確にする。

17-2 　博士前期課程及び博士後期
課程における研究計画書審
査、論文審査を基準に基づき
厳正に行う。

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

イ
 
大
学
院

　博士前期課程及び博士後期課程における
シラバスの見直しを行った。成績評価基準
についても委員会にて見直した。

　博士前期課程・後期課程における論文審
査を審査基準に基づき厳正に行った。結
果、博士前期名課程は７名、博士後期課程
は２名が論文審査に合格し、修了した。
　また、博士後期課程における専任教員の
資格審査基準を見直し、審査を実施した。
その結果、研究指導教員２名、研究補助教
員１名が承認された。

17 　各科目の到達目標と成績
評価基準をシラバスに示す
とともに、論文審査基準に
基づき、厳正な認定を行
う。

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

法人による自己評価結果　　【中項目：(№2)教育の内容】

　新たに、新カリキュラムに関する意見交換会を開催し、学生の主体的な学びの促進及び授業の工夫や課題につい
て検討を行い、新カリキュラムのPDCAサイクルの循環を図った。また、新カリキュラムの対象である１年生にアン
ケートを実施し、課題を見出し、その対策を講じた。１年生のディプロマポリシー達成状況は平均4.4で概ね高水
準であり、学生のカリキュラム満足度は「満足」「どちらかといえば満足」を合わせて86％と一定の評価を得た。
　大学院では、博士後期課程における教育研究組織の再編成について検討した結果、学生に、より専門的・多角的
な観点から博士論文指導を行うことを目的として、専門分野を従来の７分野から４分野に集約することとし、令和
６年度から運用することとした。併せて、博士前期課程助産師コース設置に向けて準備を進めた。また、教育能力
の向上に向けた大学院セミナーを企画・開催したところ、大学院生・教員など54名と多くの参加があり、好評を得
た。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

評価区分

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　１ 教育に関する目標を達成するための措置

 (3)教育の実施体制に関する目標を達成するための措置

ア　教育体制の充実に関する具体的方策

18 　学内教員の教育・研究実
績を考慮するとともに、関
係機関との連携による非常
勤講師の活用などにより、
カリキュラムに対応した適
切な教育体制を整備する。

18   学内教員の教育・研究実
績を十分に活かすととも
に、特定分野に精通した非
常勤講師等の活用などによ
り教育体制を整備する。

19 19 　実習施設との連携体制の
維持・向上を目指して、感
染状況に配慮した方法での
実習懇談会や実習先職員と
の合同会議・合同研修会を
実施する。また、各実習施
設が令和４年度開始の新カ
リキュラムにおける実習の
変更点とそのねらいが理解
できるよう、実習懇談会や
合同研修会において説明・
共有する機会を設ける。

19-2 　新カリキュラムや学生の
学修状況を踏まえて、学生
が使用している技術チェッ
ク表（看護技術到達度リス
ト）を見直し、改善する。

20 20 　パッケージ化した総合実習
（オンラインを含む）を評価
し、改善する。特に、新型コ
ロナウイルス感染拡大状況に
よる臨地実習への影響と課題
を把握するとともに、臨地実
習が困難な場合は、実習目標
達成に向けて学内実習・遠隔
実習を効果的に活用できるよ
う実習環境等の整備を行う。

20-2 　新型コロナウイルス感染状
況を考慮した上で、CNS実習に
おいて、実習目標の達成と学
生の希望を考慮した実習施設
の確保に努め、指導体制を検
討する。

イ　学習環境の整備に関する具体的方策

21 　学生の学習意欲に応える
ことができるよう、自習室
や図書館の学習環境を整備
する。また、グループワー
クなどのアクティブラーニ
ングを実践できる環境を整
備する。

21 　自習室及び図書館の利用
状況や学生からの要望を踏
まえ、コロナ禍などの社会
状況の変化にも対応した学
習環境を整備する。

22 　図書館の利用状況・形態
を検証し、利用者ニーズを
反映した館内環境の整備や
蔵書・資料の充実を図る。

22 　月ごとに図書館の利用統
計を作成し、電子ジャーナ
ルやデータベースを含めた
利用状況を前年度同時期と
比較分析する。

令和４年度業務実績

　看護実践現場で活躍する認定看護師・専門
看護師をはじめ、特定分野に精通した専門家
を非常勤講師として活用し、教育体制を整備
した。

　学生のニーズを把握するため、学生生活実態調
査に大学への要望記述欄を設けアンケートを実施
するとともに、1/6には学生との意見交換会を開催
し、施設・設備への学生の意見・要望等を把握し
た。
　図書館については、新型コロナウイルス感染状
況に鑑みて、学生の利用制限を緩和し、図書館利
用者数・図書貸出数の増加を図った。
　また、感染症対策として、円滑な館内換気を目
的とした排煙窓の修繕工事を実施するとともに、
採光と遮光の調整を目的とした電動ブラインドの
修繕を行った。

　各月の利用統計を前年同月と比較分析し、利用促進対策
資料として活用した。
　利用促進対策として、次の取り組みを行った。①書籍を
通して患者への理解を深め、学生が看護職として社会に出
るための基礎作りを目的とした「図書館のちからプロジェ
クト」の継続、②研究推進委員会との合同企画で、研究能
力向上と研究助成金獲得のための図書展示を実施（7/19～
9/30）、③９月の世界アルツハイマー月間に合わせて特別
テーマ展示「認知症を知ろう！」の実施。

　各実習施設より代表者が出席し、臨床講師・実習指導者
と大学教員の実習懇談会（5/25）を実施した。
　また、看護師養成校との実習に関する調整会議を開催
し、近隣実習施設（県立中央病院、上越総合病院、新潟労
災病院、さいがた医療センター、上越地域医療センター病
院）の看護部長あるいは副看護部長が参加し、学生の実習
配置の調整を行うとともに、今後の実習に関する意見交換
を行った。
　実習指導者研修会は、「新カリキュラム」をテーマとし
て実施し(6/3）、指導者・教員合わせて87名が参加した。
本学の新カリキュラムを説明する講演を対面・遠隔同時開
催で行うとともに、対面参加者とは「新カリキュラムを踏
まえた今後の実習指導」に関する意見交換を行った。

　看護技術到達度リストについて、各実習領域の
教員からの意見を集約しながら、より活用しやす
いリストとなるよう改訂した。厚生労働省看護基
礎教育検討会で出された「看護師教育の技術項目
と卒業時の到達度（案）」をもとに技術項目を精
選し、演習・実習に分けて到達度を示すように改
訂した。

　学生の希望調査をもとに実習コースを調整し、
感染症対策を講じた上で臨地での実習を行った。
令和４年度は、より学生の希望に沿った実習配置
が可能となるよう、実習施設との調整やコースプ
ログラムの新設を行った。また、学生には、新型
コロナウイルス感染リスクが高まる行動を自制す
るよう、注意喚起を強化した。感染対策の観点か
ら臨地実習停止対応となった学生には、学内実
習・オンラインによる学内実習等を行った。

大項目１ 教育に関する事項

中期計画 令和４年度計画

　臨地実習における十分な
指導体制の整備を図るた
め、学内の教員相互及び実
習施設等との連携体制を充
実させる。

　総合実習やCNS実習にお
いては、学生が希望する施
設で実習できるよう、実習
場所の充実を図る。

　【中項目：(№3)教育の実施体制】

　新型コロナウイルス感染拡大により、がん看護
専門看護師コースでは、がん高度実践看護学実習
Ⅰの実施時期を調整して行った。また、がん高度
実践看護学実習Ⅱの時期を移行して行った。がん
高度実践看護学実習Ⅲ・Ⅳ・Ⅴは予定どおり行っ
た。老年高度実践看護学実習においては、対象者
はいなかった。
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22-2 　リクエスト図書の募集を
継続し、利用者ニーズに応
えた蔵書・資料の整備を行
う。

22-3 　上越市立図書館・上越教
育大学附属図書館・本学図
書館が連携し、三者の所蔵
図書を希望者が利用できる
体制を構築し、利用者ニー
ズに沿う環境の整備に努め
る。

ウ　教育活動の評価と改善に関する具体的方策

23 　教育の質の維持並びに教
員の教育活動の向上のため
に、授業評価結果を教員に
フィードバックし、授業の
改善を図る。

23 　授業評価アンケートの結果
を教員に提示し授業改善を促
進する。アンケートのWeb化に
よる回答率の低下の改善に向
けた取り組みを継続するとと
もに、回答率の低下による結
果への影響を分析し、分析方
法の見直しを行う。また新カ
リキュラムに対応したアン
ケートの質問内容について検
討する。

24 　教員による相互評価や研
修の実施など授業内容・方
法を改善・向上させるため
の組織的な取組を充実す
る。

24 　授業方法、授業内容・展
開に関する研修会並びに授
業検討会の開催、及びFD通
信発行を継続する。

25 　卒業生の就職先と情報交
換を行い、授業内容や教育
方法の改善に向けて学内で
情報を共有する。

25 　卒業生を受け入れている
就職先と、求人訪問時だけ
でなくZoomなどを活用しな
がら情報交換を行い、本学
の教育についてのニーズを
把握し、情報を共有する。

◆指標№３ 学生の授業内容満足度（５段階評価の大学平均）

R6目標値：4.2点（毎年度） R4実績値：  4.5 点（R3：4.4点）

　※現状の水準を維持 達成度：  ◎ [達成率： 107.1% ]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

法人による自己評価結果　　【中項目：(№3)教育の実施体制】

　実習指導者研修会において、本学の新カリキュラムを説明する講演を対面・遠隔同時開催で行うとともに、対面参加者とは
「新カリキュラムを踏まえた今後の実習指導」に関する意見交換を行った。
　より学生の希望に沿った実習配置が可能となるよう、実習施設との調整やコースプログラムの新設を行った。また、感染対策
の観点から臨地実習停止対応となった学生には、学内実習・オンラインによる学内実習等を行った。
　授業評価アンケート回答率向上のため、学内教員と非常勤講師への呼びかけを強化するとともに、新たに全科目の回答率を教
員にフィードバックした。また、学務システムによる授業評価アンケートへの移行を図るため、後期科目の一部で試行的に実施
した。
　本学図書館、上越教育大学附属図書館及び上越市立図書館の三者間で締結した連携協定に基づき、蔵書交換展示会、図書館資
料の相互貸借・レファレンス、おすすめブックリスト作成を行い、図書館利用の促進に努めた。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

R4目標値：4.2点

評価区分

　教員・学生からリクエストのあった図書37冊を
購入。そのうち34冊は学生からのリクエスト及び
学生ブックハンティングによる選書であり、学生
の要望に応えた書籍の整備を行った。
【参考】
新規購入     　    　 511冊(R3：588冊)
うち、リクエスト図書　　37冊(R3：35冊)

　本学図書館、上越教育大学附属図書館及び上越
市立図書館の三者間で締結した連携協定に基づ
き、次の事業を実施した。①上越市立図書館との
蔵書交換展示会（5/16～7/11・展示冊数50冊）、
②上越教育大学との蔵書交換展示会（10/3～
11/30・展示冊数100冊）、③図書館資料の相互貸
借・レファレンス、④おすすめブックリスト作成

　授業評価アンケートの回答率向上のための取り
組みについては、学内教員と非常勤講師への呼び
かけの強化に加え、新たに全科目の回答率を教員
にフィードバックした。令和４年度より学務シス
テムに移行するため、１・２年生の後期科目の一
部で試行的に学務システムによる授業評価アン
ケートを実施した。

　13医療機関からの求人訪問があり、施設の責任
者や就職担当者と情報交換を行う中で、コロナ禍
での看護教育についてのニーズを把握した。な
お、いずれの求人訪問においても、施設の責任
者・就職担当者の許可を得た上で、学生へのメッ
セージ動画の撮影を行い、当該情報を学生が活用
できるよう動画を学内ポータルサイトに掲載し
た。また、本学の卒業生が勤務している実習施設
においては、実習指導者等から、本学の教育につ
いてのニーズを把握し、その結果を委員会で情報
共有した。

　上越教育大学・阿部隆幸教授を講師に招き、
「グループ学習を効果的にすすめる教育方法論」
をテーマとした研修会を5/16に実施した。事後ア
ンケートでは有意義であったとの意見が多かっ
た。
　これまでの「授業検討会」を「授業公開」（教
員相互の授業参観）に形式を変更し、開催回数・
授業科目を拡大して実施した。10/18から11/11ま
での間に10科目32コマが公開され、延べ21名の教
員が参観した。全教員を対象とした事後アンケー
ト結果では、授業の公開・参観の有無に関わら
ず、概ね好意的な回答が得られた。
　FD通信第６号を12月に発刊した。
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　１ 教育に関する目標を達成するための措置

 (4)学生への支援に関する目標を達成するための措置

ア　学習支援に関する具体的方策

26 26 　学年担任を中心にクラス
ミーティング・個人面談を通
して、継続的な学習支援を行
う。
　全学年を通して成績不良者
への学習支援を担任・ゼミ担
当教員を通じて実施する。

26-2 　学生へのオフィスアワーの
活用に関するガイダンスを継
続するとともに、オフィスア
ワー活用促進に向けて「研究
室訪問企画」を年２回実施す
る。

イ　生活支援に関する具体的方策

27 　学生との意見交換会を
開催し、学生の意見を生
活支援に反映させる。

27 　学生との意見交換会を開催
し、得られた意見・課題につ
いて実行可能な解決策を検討
し、具体的な改善に繋げる。

28 　学年担任・保健指導
員・保健師・心理カウン
セラーによる相談・支援
体制を充実させる。

28 　新入生ガイダンスにおいて心
理カウンセラー並びに保健室保
健師の紹介と相談方法の周知を
行う。学年担任・保健指導員・
保健室保健師・心理カウンセ
ラー並びに事務局による学生相
談担当者会議を年２回開催し、
学生が抱える心身の健康問題の
傾向を関係者で共有するととも
に、支援を要する学生が早期に
相談しやすい体制を整備する。

29 　学生生活実態調査を実
施して、学生が抱えてい
る問題点や悩みを明らか
にし、改善の資料とす
る。

29 　学生生活実態調査を全学年
に実施し、その結果から学生
が抱えている課題・要望・問
題点を明らかにし、必要な支
援の検討並びに実行可能な解
決策へと繋げる。

30 　就学のための経済的支
援として、授業料等の減
免や各種奨学金制度の情
報提供を行い、利用促進
を図る。

30 　授業料等の減免や各種奨学
金制度に関する情報を学生便
覧に分かりやすく記載すると
ともに、ガイダンスや掲示に
より広く学生に周知し、説明
会の開催や相談を行う。
　また、社会状況により影響
を受けた学生に対する経済的
支援について、学生に周知す
るとともに、状況の変化に応
じた適切かつきめ細やかな情
報提供を行う。

　【中項目：(№4)学生への支援】
令和４年度業務実績

　学習環境や学生生活の改善に向け、学生との
意見交換会を1/6に開催した。意見交換会での
意見は、担当部署で解決策を検討し、学生・教
職員に周知した。

　新入生ガイダンスにおいて、心理カウンセ
ラー及び保健室保健師の紹介と相談方法の周知
を行った。
　学生相談担当者会議を６月と２月に開催し、
学生が抱える心身の健康問題とその対応につい
て共有した。２月の学生相談担当者会議におい
て、合理的配慮計画作成までは必要としない
が、講義や実習等で配慮を必要とする学生への
支援について試案を作成し、１年間試行するこ
ととした。
　コロナ禍における健康増進について考えても
らうための機会として、学生に「私のおすすめ
健康法」について募集したところ11点の応募が
あり、作品を学内に掲示した。

令和４年度計画

　本学の授業料減免制度及び高等教育の修学支
援制度による授業料減免や各種奨学金制度等の
情報について、年度初めのガイダンス・説明
会・掲示等で広く周知するとともに、随時個別
の説明・相談等を行い、きめ細かく対応した。
　また、自然災害により、市町村民税の減免を
受ける世帯に属する学生については、本学の授
業料減免制度の対象となることから、被災地域
出身の学生に該当がないか照会し対応した。
　日本学生支援機構からの学生への経済的支援
のための助成金100万円を活用し、国際情勢に
端を発する物価髙の影響により厳しい生活を
送っている学生に対する支援を企画した。具体
的には、令和５年度の全学生に対して、本学食
堂の食券を配布する支援を行うこととした。

大項目１ 教育に関する事項

　担任制やオフィスア
ワーを実施し、学習に関
して相談できる体制を充
実させる。

中期計画

　１～３学年は学年担任が、クラスミーティン
グ及び学年全員の個別面談を実施し、継続的な
学習支援を行った。４学年は各ゼミ担当教員の
学習支援及び進路相談に加え、新たに４学年担
任を配置し、学年全体への支援を行った。
　半期ごとのGPAが2.0未満（前期は2.5未満）
の学生に対する学習支援を学年担任に依頼する
とともに指導状況の報告を求め、適切な学生支
援がされたことを確認した。４年生は国家試験
模試の成績不振者に対して学習支援を行った。

　新学期の各学年ガイダンスにおいて、オフィ
スアワーの活用について周知した。「研究室訪
問企画：オフィスアワーウィーク」を６・７月
に実施し、全学年から幅広い利用があった。オ
フィスアワーウィークの期間以外の利用もあ
り、学生が気軽に研究室に訪れて相談できてい
ることが、今までの取り組みの成果としてうか
がえた。

　学生の回答負担の軽減と回答率の向上を目的
に、学生生活実態調査の見直しを行い、項目数
の削減を行った。９月下旬～10月にかけて、全
学年を対象に調査を行い、結果は教授会で報告
するとともに、ポスター掲示と学内専用ホーム
ページにおいて学生にフィードバックした。調
査結果から明らかとなった課題は、1/6の学生
との意見交換会で検討した。
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ウ　キャリア支援に関する具体的方策

31 　学生の資格取得への意
欲を高めるために、国家
試験模擬試験を年間複数
回実施し、キャリアガイ
ダンス及び先輩看護師の
講演会等を開催する。

31 　国家試験模擬試験を計画的
に実施し、専門ゼミナール担
当教員と常に連携をとりなが
ら学生の習熟度に応じた継続
的な学習を支援するととも
に、ボトムアップのために集
団指導や個別指導を実施す
る。また、国試対策指導の充
実のために教員向けセミナー
を実施する。
　学生へのアンケート結果等
からキャリア形成に対する学
生の興味・関心を把握した上
で、資格取得及び就職への意
欲向上と具体的行動を促進で
きるように、キャリアガイダ
ンスを１年次から卒業時まで
の段階別に年４回開催する。
新型コロナウイルス感染症の
流行下における就職活動への
影響を継続的に調査し、その
結果をキャリア支援に反映さ
せる。

　国家試験対策講義（看護師国試・保健師
国試）は、令和３年度に学生から挙げられ
た意見を踏まえ、実施時期を早めた。内容
としては、25回に渡る講義を系統的に行
い、学生が講義に集中できるよう１日２コ
マ限定とした。さらに、対面とオンデマン
ドを使い分け、自分のペースで学習ができ
るようにした。
　また、ゼミ担当教員と国家試験対策委員
が常に連携しながら学生の学習状況を把握
し、必要に応じて学習指導を行った。
　国家試験のガイダンスにおいては、３年
生向け看護師国家試験のガイダンスの導入
編（7/4）、４年生向け保健師国家試験の
ガイダンス（7/22）、３年生向け看護師国
家試験のガイダンスの対策編（2/13）を実
施した。
　さらに学生への国試対策指導を充実させ
るため、教員を対象としたセミナーを実施
(8/3)し、出題基準の改定、最近の国家試
験の動向や出題傾向などに関して共通理解
を深めた。
【国家試験対策講義回数】
・25回実施(R3:25回)
【模擬試験実施回数】
・看護師国家試験模擬試験９回(R3:８回)
・保健師国家試験模擬試験４回(R3:４回)
・助産師国家試験模擬試験３回(R3:３回)
　看護師、保健師及び助産師の国家試験模
擬試験において、多角的な視点で対応でき
るよう複数の業者を検討し、多様な傾向の
試験を積極的に取り入れた。
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32 32 　学生へのアンケート調査か
ら就職や進学支援に対する学
生のニーズを明らかにし、開
催時期の工夫や感染症流行下
の活動内容、高学年から低学
年への学生相互のピア活動を
取り入れるなど支援の充実を
図りながら、学内における就
職・進学に関するガイダンス
を開催する。

32-2 　学生の就職や進学に関する
疑問や不安を解消するため
に、学内のキャリアガイダン
スを活用した学生同士や卒業
生との情報交換会を開催す
る。

32-3 　キャリアガイダンスではオ
ンラインも活用しながら、県
内に就職した卒業生を積極的
に講師として招聘し、県内病
院・行政機関への関心を喚起
する。

32-4 　県内医療機関・行政機関に
対して求人訪問時等に就職状
況など、情報提供を積極的に
行う。

33 　専門看護師資格審査に
合格できるよう修了後の
支援を行う。

33 　専門看護師資格審査の受験
に向けて、オンライン等を活
用して修了生を指導・支援す
る。

　学生の円滑な就職や進
学活動を支援するため、
就職ガイダンスを開催す
るとともに、同窓会と連
携して卒業生と情報交換
が行える体制を整備す
る。また、行政機関や医
療機関等と連携・協力
し、県内医療機関の情報
提供を積極的に行うな
ど、県内就職の促進に向
けた取組を充実・強化す
る。

　令和３年度のキャリアガイダンス時のア
ンケート調査結果から明らかになった学生
のニーズ（ガイダンスの開催時期、時間
帯、ガイダンス内容等）を考慮しながら、
各学年のキャリアガイダンスを実施した。
キャリアガイダンスの事前・事後にアン
ケートを実施した。

　１年生を対象としたキャリアガイダンス
では、４年生や大学院生に自身の就職活動
の経験を語ってもらう機会を設け、進路を
決定した先輩との情報交換やアドバイスが
受けられるよう工夫した。
　２年生に対しては、ガイダンスの中で本
学の卒業生（卒業後２～３年の県内外で活
躍する看護師、助産師、保健師、養護教
諭）と本学大学院生によるスピーチを聴
き、その後質疑応答を行った。
　３年生に対しては、ガイダンス後に４年
生の就職活動経験についての語り場を設
け、直前の就職活動への不安や行動に繋が
る相談や助言を得るピア活動の機会を提供
した。
　４年生に対しては、学生が集まりやすい
看護研究発表会後に開催し、就職後のリア
リティショックを緩和し、円滑に職場に入
ることを支援するため、就職後１年程度の
卒業生による講演会、意見交換会を開催
し、ナースセンター職員（看護師）による
卒業後研修・キャリアアップ・再就職支援
について説明を行った。

　13医療機関からの求人訪問があり、コロ
ナ禍における学修状況について医療機関等
に情報提供を行うとともに、医療機関にお
ける現任教育の状況について情報収集を
行った。求人訪問に来学する施設の責任者
や就職担当者とは、本学学生の就職に関す
る情報の提供や先方との情報交換を行っ
た。

　自分の看護職としてのキャリアを具体的
に決める時期となる２年生のキャリアガイ
ダンスでは、県内に就職した卒業生を招聘
し、スピーチを依頼した。養護教諭に関し
ては、卒業生の人選が難しかったため、県
外で活動する本学の卒業生にスピーチを依
頼した。４年生のガイダンスでは、県内で
活躍している先輩の経験を聴く機会を設
け、就職後１年経った卒業生を招聘し、県
内病院での生き生きとした職場体験を語っ
てもらった。

　修了生(専門看護師資格審査受験者)に対
して勉強会等を開催して支援し、がん看護
専門看護師に２名、老人看護専門看護師に
２名が、認定審査に合格した。
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◆指標№１ 国家試験合格率（看護師、保健師、助産師）　※注１参照

R6目標値：100％（毎年度） 　　 R4実績値、達成度 [達成率]

看護師：  ○ [97.9％] (R3：100%)

保健師：  △ [96.6％] (R3：97.5%)

助産師：  ◎ [100％]  (R3：100%)

◆指標№４ 就職希望者の就職率（就職者数／就職希望者数）　※注２参照

R6目標値：100％（毎年度） R4実績値：  100 % （R3：100%）

　※希望者全員の就職実現 達成度：  ◎ [達成率：100%]

◆指標№５ 新卒者の県内就職率（県内就職者数／就職者数）

R6目標値：69％（毎年度） R4実績値：  63.7% （R3：59.3%）

達成度：  ○ [達成率： 92.3% ]

◆指標№５ 新卒者の県内就職率（県内就職者数／県内出身の就職者数）

R6目標値：85％（毎年度） R4実績値：  79.5%（R3：68.7%）

達成度：  ○ [達成率： 93.5%]

エ　卒業・修了後の支援に関する具体的方策

34 　卒業生及び修了生の就
職・進路状況の把握に努
めつつ、スキルアップや
Uターン者等の就職促進の
ための支援体制を構築す
る。

34 　卒業生については、本学の
教職員と個別に相談できるこ
とを卒業時やホームページに
て周知する。また、同窓会と
連携し卒業生支援について検
討する。
　令和３年に設立された本学
大学院修了生ネットワークが
円滑に機能するよう、支援を
行う。

35 　卒業生及び修了生にも
対応できる教育・研修・
研究プログラムの開発に
取り組む。

35 　卒業生や修了生のニーズを
把握し、看護専門職向けの講
座や研修会を企画・開催す
る。

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

　※卒業予定者全員の合格
　　実現（看護師、保健師）
　※受験資格取得者全員の
　　合格実現（助産師）

看護師：95.5％　保健師：96.8％　助産師：95.9％

R4目標値：100％

　※注２＝指標№４　就職希望者の就職率（就職者数／就職希望者数）

R4目標値：69％

R4目標値：85％

　卒業生・修了生からの個別相談等はな
かったものの、相談できる体制の検討及び
周知を図った。
　大学院修了生ネットワークについては、
支援要請は特になかったものの、自立した
活動を行っていることを確認した。

　　　　　◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（「直近の全国合格率平均値」以上～100％未満）

＊参考「令和４年度国家試験全国合格率」

R4目標値：100％

＊参考「直近の公立大学医療福祉系学部における就職率の全国平均値」

　※注１＝指標№１　国家試験合格率（看護師、保健師、助産師）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　卒業生や修了生の学習ニーズを把握する
ため、卒業生は同窓会を、修了生は修了生
ネットワークを通じて、調査を行った。結
果内容の評価については、令和５年度に行
うこととした。
　専門看護師の実践発表会をコロナウイル
ス感染症対策に留意しながら、10/29に対
面により行った。

評価区分法人による自己評価結果　　【中項目：(№4)学生への支援】

　１～３学年は学年担任が、クラスミーティング及び学年全員の個別面談により継続的な学習支援を行い、４学
年は各ゼミ担当教員の学習支援に加え、新たに４学年担任を配置し、学年全体への支援を行った。
　国家試験対策講義は、令和３年度に学生から挙げられた意見を踏まえ、実施時期を早めた。また、講義を系統
的に行い、学生が講義に集中できるよう１日２コマ限定とし、さらに対面とオンデマンドを使い分けて自分の
ペースで学習ができるようにした。結果的に、助産師合格率が10年連続して100％を達成した。看護師合格率は
97.9％と全国平均を上回り、保健師合格率は96.6％と全国平均並を維持した。
　学生へのキャリアガイダンスでは、県内の医療機関や行政機関で活躍する卒業生を積極的に招き、生き生きと
した職場体験が伝わるよう努めた。新卒者の県内就職率は、全新卒者で63.7％（R3：59.3％）、県内出身の新卒
者で79.5％（R3：68.7％）と上昇した。
　また、大学院では、修了生(専門看護師資格審査受験者)に対して勉強会等を開催して支援し、がん看護専門看
護師に２名、老年看護専門看護師に２名が、認定審査に合格した。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

　　ただし、指標№１及び№４の達成度は、以下の基準による。

　　　　　△ やや遅れている（80％以上～「直近の公立大学医療福祉系学部における全国平均値」未満）、▲ 遅れている（80％未満）

　　　　　△ やや遅れている（80％以上～「直近の全国合格率平均値」未満）、▲ 遅れている（80％未満）

　　　　　◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（「直近の公立大学医療福祉系学部における全国平均値」以上～100％未満）

R3年度： 99.0 %
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　２ 研究に関する目標を達成するための措置

 (1)研究水準及び成果等に関する目標を達成するための措置

ア　研究活動の方向性に関する具体的方策

36 　保健・医療・福祉及び看
護学教育に関する先駆的課
題をテーマとし、研究倫理
を踏まえて研究に取り組
み、その研究成果を論文や
紀要、シンポジウム及び研
究誌等の発行により積極的
に学外へ発表する。

36 　新潟県立看護大学紀要第12
巻を発行する。
　本学教員の研究活動につい
て、一般社会及び国内外の研
究者に向けて情報発信するた
めに、教員のResearchmap個人
ページを作成し、本学HPの教
員紹介ページから閲覧できる
ようリンク設定する。

37 　質の高い論文の発表に努
める。

37 　若手教員に対する
R.P.C.cafeや個別指導として
のR.P.C.を企画するととも
に、Researchmapの個人ページ
と本学HP上の個人ページをリ
ンクさせることで、本学教員
と学外研究者との情報交換及
びネットワーキングを促進す
る。

◆指標№６ 著書件数（著書数／年）

R6目標値：10件 R4実績値：  ７件 （R3：12件）
　※第1期より10冊減 達成度：  △ [達成率： 70.0 %]

◆指標№７ 論文件数（論文件数／年）

R6目標値：72件 R4実績値：  48 件 （R3：43件）
　※第１期平均より10%増 達成度：  △ [達成率： 66.7 %]

◆指標№７ 論文件数（査読付き論文件数／年）

R6目標値：65件 R4実績値：  40 件 （R3：37件）
　※第1期と同数 達成度：  △ [達成率： 61.5 % ]

◆指標№８ 学会報告件数（学会報告件数／年）

R6目標値：123件 R4実績値：  84 件 （R3：70件）
　※第１期平均より10%増 達成度：  △ [達成率： 68.3 % ]

◆指標№９ 論文の被引用件数（論文等の被引用件数／年）

R6目標値：33件 R4実績値：  91 件 （R3：100件）
　※第１期平均より10%増
　 （＊過去５年平均：33件/年） 達成度：  ◎ [達成率： 275.8 %]

大項目２ 研究に関する事項

中期計画

　【中項目：(№5)研究水準及び成果等】

令和４年度計画 令和４年度業務実績

　査読した投稿論文２編と寄稿(本学20周
年記念講演)１編が掲載された新潟県立看
護大学紀要第12巻を発行した。また、投
稿者と編集委員会の共通理解と負担軽減
を目的に、新潟県立看護大学紀要投稿要
項を改正した。
　本学教員の研究活動について、一般社
会及び国内外の研究者に向けて情報発信
するために、教員のResearchmap個人ペー
ジを作成させ、本学HPの教員紹介ページ
から閲覧できるようにした。さらに、
Researchmapへの研究業績等の記載をより
充実させるべく、教授会にて周知を行っ
た。

　本学教員の研究活動について、一般社
会及び国内外の研究者に向けて情報発信
するために、教員のResearchmap個人ペー
ジを作成させるとともに、本学HPの教員
紹介ページから閲覧できるようにした。
若手教員対象のR.P.C CAFÉについては、
これまでの８月から３月の開催に変更
し、対象に講師も含めた結果、参加者は
昨年の３名から10名に増加した。また、
その同日、教員３名を講師として「優れ
た研究計画書の作成」について研修会を
開催し、23名の教員が参加した。いずれ
も参加者からは好評であった。
　科研費申請書の個別指導としてのR.P.C
（Research Proposal Consultation)につ
いては募集を行ったものの、教員からの
応募はなかった。そこで、アンケートを
実施し、本支援の利用促進のための方策
について検討した。

R4目標値：10件

R4目標値：72件

R4目標値：65件

R4目標値：123件

R4目標値：33件
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イ　研究水準の向上に関する具体的方策

38 　研究成果を学内評価基準
に基づき適正に評価すると
ともに、外部評価を定期的
に実施する。

38 　教員業績評価基準に基づい
て、令和３年度の教員業績に
ついて評価を実施する。

39 　研究水準を向上させるた
め、大学における研究発表
会を開催する。

39 　大学における研究の活性
化、研究水準の向上に向け、
学内発表会を開催し、教員だ
けでなく大学院生にも参加を
促すことで、本学全体の研究
水準の向上を目指す。

40 　国内のみならず海外にも
発表できるよう質の高い論
文作成に向けた学修機会を
教員に提供する｡

40 　若手教員を対象として論文
作成の助言を受ける機会を提
供する。また、英語論文作成
のサポート体制の構築に向
け、検討を行う。

◆指標（参考）大学における研究発表会の開催件数（研究発表会の開催件数／年）

R6目標値：4件（毎年度） R4実績値：  ５件（R3：５件）

　※現状の水準を維持 達成度：  ◎ [達成率： 125.0% ]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

　教員評価システムに基づき、令和３年
度の教員の研究業績評価を行った。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　例年８月に実施していた若手教員（助
教・助手）の研究計画立案に向けた学習
機会であるR.P.C CAFÉについては、より
効果が期待される３月開催に変更し、講
師も対象に含めた結果、参加者は昨年の
３名から10名に増加した。その同日に、
教員３名を講師として「優れた研究計画
書の作成」について研修会を行い、23名
の教員が参加した。いずれも参加者から
は好評であった。
　また、令和元年度に教員を対象に実施
したアンケート調査のニーズ結果を踏ま
えて、英語論文作成のサポートを図るた
め、本学英語教員と協議を重ね、英語論
文投稿支援制度を立ち上げ、10月から運
用を開始し、16件の支援を行った。

R4目標値：4件

評価区分法人による自己評価結果　【中項目：(№5)研究水準及び成果等】

　本学教員の研究活動について、一般社会及び国内外の研究者に向けて情報発信するために、教員のResearchmap
個人ページを作成させるとともに、本学HPの教員紹介ページから閲覧できるようにした。
　令和元年度に教員を対象に実施したアンケート調査のニーズ結果を踏まえて、英語論文作成のサポートを図るた
め、本学英語教員と協議を重ね、英語論文投稿支援制度を立ち上げ、10月から運用を開始し、16件の支援を行っ
た。
　また、本学教員が大会長を務める学術集会について、学生や教職員に対して周知を行い、学会への参加を促し
た。
　新たに、教員全員に日本学術振興会の研究倫理教育教材である「研究倫理eラーニングコース」の受講を義務づ
け、研究倫理教育を強化した。
　若手教員（助教・助手）の研究計画立案に向けた学習機会であるR.P.C CAFÉについては、これまでの８月から３
月の開催に変更し、対象に講師も含めた結果、参加者は昨年の３名から10名に増加した。また、その同日、教員３
名を講師として「優れた研究計画書の作成」について研修会を開催し、23名の教員が参加した。いずれも参加者か
らは好評であった。
　「論文の被引用件数」が91件と、目標値の2.7倍を越え大幅に上回った。
　新潟県立看護大学紀要投稿要項を改正し、投稿者と編集委員会の共通理解と負担軽減を図った。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

　令和３年度学内共同研究助成を受けた
研究課題の成果発表会を開催し、大学院
生・学部生・学内教員に対して周知した
結果、39名が参加した。
　また、本学教員が大会長を務める第18
回日本周産期メンタルヘルス学会学術集
会（オンライン開催）についても、学生
や教職員に対して周知を行った。
　新たに、教員全員に日本学術振興会の
研究倫理教育教材である「研究倫理eラー
ニングコース」の受講を義務づけ、研究
倫理教育を強化した。
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　２ 研究に関する目標を達成するための措置

 (2)研究実施体制の整備等に関する目標を達成するための措置

ア　研究環境の整備に関する具体的方策

41 　科学研究費などの外的資
金を獲得できるよう、情報
を集めそれを適切に教員に
提供する。

41 　科学研究費などの外的資金
に関する情報収集、並びに学
内説明会を開催する。また、
申請数・採択率に関する情報
を教授会等で積極的に公開す
る。

42 　研究活動の活性化、効率
化を図るため、教員のニー
ズを把握し、研究環境を整
備する。

42 　研究環境改善ニーズ調査の
結果を受け、データ分析及び
英語論文執筆のサポート体制
構築に向けて、関連分野の教
員との協議を継続的に行う。

◆指標№10 外部研究資金申請件数（外部研究資金申請件数／年）

R6目標値：35件 R4実績値：  17件 （R3：19件）

　※新規  達成度：  △ [達成率：48.6% ]

◆指標№10 外部研究資金獲得件数（外部研究資金獲得件数／年）

R6目標値：20件 R4実績値：  27件 （R3：29件）

　※第1期中期目標期間と同数  達成度：  ◎ [達成率： 135.0 % ]

イ　研究成果のデータベース化とその活用に関する具体的方策

43 43 　月ごとに大学リポジトリの
利用統計を作成し、前年度同
時期と比較分析するととも
に、インターネットや広報誌
等を通じて周知する。

43-2 　教員の研究成果をリポジト
リに登録する。また、博士論
文のためリポジトリ登録の具
体的取扱いについて周知す
る。

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）
　科研費採択数や採択率の向上に資するべく、各教員にResearchmapへの登録推進を行い、本学HPにリンクさせ、
Researchmapへの記載内容の一層の充実化を促した。
　教員３名を講師として「優れた研究計画書の作成」について研修会を開催した。
　科学研究費の助成に関する情報収集のため、新潟大学URAによる科研費採択に向けたセミナーに１か月間参加で
きるようにし、教員に周知した。その後のアンケート結果では、高い満足度と同様のセミナーへの高い関心がうか
がえた。
　本学英語教員と協議を重ね、英語論文投稿支援制度を立ち上げ、運用を開始し、支援を行った。
　外部研究資金申請可能者20人中、申請件数17件(人)であり、申請率は85.0％と高い数値であった。
　「外部研究資金獲得件数」は27件であり、目標値20件を上回った。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

　大学リポジトリを充実さ
せ、インターネットや広報
誌等を通じて社会に提供す
る。

　大学リポジトリのアクセス件数を毎月算出
し、委員会で情報を共有した。大学及び図書館
のホームページにリポジトリのバナーを設け、
アクセスに関する利便性を高めている。
・大学リポジトリの閲覧件数：24,716件
　　　　　　　 　　　　(R3：34,121件）

　リポジトリへの登録を全教員に呼び掛け、さ
らに学会誌に論文を発表した教員に対して個別
に登録を依頼した。学術論文を３件(R3：９件)
登録し、累計62件(R3：59件)となった。

法人による自己評価結果 【中項目：(№6)研究実施体制の整備等】 評価区分

　科学研究費の助成に関する情報収集のため、新潟大
学URAによる科研費採択に向けたオンラインセミナー
に１か月間（６月）参加できるようにし、教員に周知
した。その後、ウェブアンケートを実施した結果、高
い満足度と同様のセミナーへの高い関心がうかがえ
た。
　本学英語教員と協議を重ね、英語論文投稿支援制度
を立ち上げ、10月から運用を開始し、16件の支援を
行った。
　また、R.P.C.cafeやR.P.Cのアンケートの結果から
若手教員の研究環境上の問題点が見出された。

R4目標値：20件

　科学研究費の助成に関する情報収集のため、新潟大
学URAによる科研費採択に向けたオンラインセミナー
に１か月間（６月）参加できるようにし、教員に周知
した。その後、ウェブアンケートを実施した結果、高
い満足度と同様のセミナーへの高い関心がうかがえ
た。
　７月には、科学研究費応募書類の作成力向上のた
め、科研費説明会を上越教育大学と共同で実施した。
さらに、本学単独での科研費説明会も実施し、後日希
望者が視聴するための動画も作成した。
　科研費の申請数・採択率に関しては教授会で報告
し、学内広報誌「ポルティコの広場」に掲載した。
　さらに、７～９月にかけて、研究活動推進のために
関連図書を図書館に展示・紹介した。
　また、科研費採択数や採択率の向上に資するべく、
各教員にResearchmapへの登録推進を行い、令和４年
４月から本学HPにリンクさせ、６月にはResearchmap
への記載内容の一層の充実化を促した。
　３月には、教員３名を講師として「優れた研究計画
書の作成」について研修会を開催し、23名の教員が参
加した。参加者からは好評であった。
　外部研究資金申請可能者20人中、申請件数17件(人)
であり、申請率は85.0％と高い数値であった。

R4目標値：35件

　【中項目：(№6)研究実施体制の整備等】

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　３ 地域貢献・国際交流に関する目標を達成するための措置

 (1)地域社会のニーズへの対応に関する目標を達成するための措置

ni ア　地域住民等との交流促進に関する具体的方策

44 　地域住民との交流を図る
ため、地域のイベント等の
会場として大学施設を開放
するとともに図書館の一般
開放を広く進める。また、
大学行事への地域住民の参
加を促進するとともに町内
会、福祉施設と学生サーク
ル等の交流を支援する。

44 　社会状況を踏まえつつ、地
域のイベント等の会場として
大学施設を開放する。
　地域の教育・文化活動の発
展に資することを目的とする
本学図書館と上越教育大学附
属図書館、上越市立図書館と
の連携協定に基づき、共同事
業を実施する。
　また、コロナウイルス感染
症対策に配慮した上で、可能
な範囲で学園祭の広報などを
行い地域住民の参加を促進す
るほか、町内会、福祉施設と
学生サークル等の交流を支援
する。

45 　時代の要請に応じた生涯
教育プログラムを提供す
る。

45 　出前講座の実施により、地
域住民の生涯学習を支援す
る。
　いきいきサロンは、令和３
年度のアンケート結果を踏ま
えながら、地域住民のニーズ
に見合った企画の検討・実施
に取り組む。

45-2 　上越教育大学と連携し、市
民や保健医療従事者向けの生
涯学習プログラムを提供す
る。

◆指標№11 公開講座（開催件数／年）

R6目標値：25回（毎年度） R4実績値：  16 回（R3：14回）

　※第1期中期目標期間実績の平均 達成度：  △ [達成率： 64.0 %]

◆指標№11 公開講座（聴講者数／年）

R6目標値：1,720人（毎年度） R4実績値：  805 人（R3：774人）

　※第1期中期目標期間実績の平均 達成度：  ▲ [達成率： 46.8 %]

◆指標№11 公開講座（満足度（５段階評価の上位２位の割合））

R6目標値：89％（毎年度） R4実績値：  84.4 ％（R3：79.6%）

　※第1期中期目標期間実績の平均 達成度：  ○ [達成率： 94.8 %]

◆指標№15 マスメディアに取り上げられた件数（新聞掲載数（国・地方）／年）

R6目標値：210件 R4実績値：  218 件（R3：226件）

　※第1期中期目標期間実績の平均 達成度：  ◎ [達成率： 103.8 %]

　【中項目：(№7)地域社会ニーズへの対応】

令和４年度業務実績

　地域等からの要請に応えるため、感染
症対策を申請者に求めた上で、施設を開
放した。
　本学グラウンドを県ドクターヘリ及び
防災ヘリの着陸場所として提供した。
（23回）
　近隣６町内会とともに避難所開設時の
対応について、上越市主催の会議に参加
した。
　本学図書館と上越教育大学附属図書館
及び上越市立図書館の三者間で締結した
連携協定に基づき、5/16から7/11まで上
越市立図書館と、10/3から11/30まで上越
教育大学と蔵書交換展示会を行い、図書
の貸出を行った。また、図書館資料相互
貸借事業として、本を借りた図書館以外
の図書館に返却できるサービスの準備を
進めた。
　学園祭は、新型コロナウイルス感染状
況に鑑みて、学生と一部教職員により対
面方式で11/6に開催した。
　また、感染症対策を講じた上で、上越
市等と連携した認知症サポーター養成講
座やこども食堂のボランティアを行う学
生サークル活動を支援するとともに、上
越市中山間地支え隊及び妙高市健康
ウォーキングからの学生ボランティア募
集案内を学生に周知した。
　さらに、上越保健所の協力要請に応
え、新型コロナウイルス感染症に係る電
話相談業務に、本学学生が従事した。

　出前講座は、17件を実施し、計284名の
参加があった。
　いきいきサロンは、６回の講座を感染
症対策を講じた上で開催し、毎回約80名
の参加があった。

　新型コロナ感染症対策を講じた上で、
上越教育大学との連携公開講座「長寿の
秘訣－健康で豊かに生きる－」を上越教
育大学で7/9に開催した。83名の参加があ
り好評であった。

大項目３ 地域貢献・国際交流に関する事項

中期計画

R4目標値：25回

R4目標値：1,720人

令和４年度計画

R4目標値： 89％

R4目標値：210件
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イ　地域課題への対応に関する具体的方策

46 46 　県内の保健医療福祉機関や
行政機関で働く看護職が抱え
る課題を把握し、解決に向け
た共同研究、研究支援を企画
する。

46-2 　本学の特別研究員が所属す
る保健医療福祉機関の看護の
質向上に向けて、研究助成を
実施するとともに、取り組ん
だ研究成果を地域課題研究発
表会を通じて積極的に公開し
地域へ還元する。

ウ　看護職へのリカレント教育の充実に関する具体的方策

47 47 　令和元年度に実施した県内の
保健医療福祉機関や行政機関に
働く看護職の学習支援ニーズの
調査結果、及び令和３年度の公
開講座時のアンケート調査か
ら、看護職の学習支援ニーズに
ついて検討し、オンライン・対
面での公開講座を企画・実施す
る。

47-2 　看護職へのリカレント教育
を推進するため、どこでもカ
レッジプロジェクトの検討・
改良に取り組む。

48 　認定看護師の養成につい
て県福祉保健部と連携して
検討する。

48 　認定看護師養成について、
県内の動向を把握し、県福祉
保健部と連携のうえ検討す
る。

◆指標№12 看護職リカレント教育登録者数（登録者数/年）

R6目標値：19人 R4実績値：  26人 （R3：18人）

　※第1期平均から10%増加 達成度：  ◎ [達成率： 136.8 % ]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

　看護研究交流センタ－の特別研究とし
て、「県内の病院における看護研究実施
状況および支援体制に関する実態調査」
を行い、看護職が求める学習支援内容を
明確にすることとした。

　10/1に地域課題研究発表会と上越地域
看護研究発表会を、オンラインと会場参
加のハイブリッド方式で開催した。地域
課題研究は10件の発表があった。会場参
加者は74名、オンラインでの参加は28件
だった。オンデマンド配信を１ヶ月間公
開した。17演題に合計250件のアクセスが
あった。

　令和元年度に実施した看護職の学習支援
ニーズの調査結果及び令和３年度の公開講座
時のアンケート調査の結果を踏まえ、ニーズ
のあった「看護研究支援」「感染対策」「退
院支援」「研究成果の活用」に関する看護職
学習支援公開講座を実施した。公開講座につ
いては、令和３年度より２コース増やして７
コースを開催し、令和３年度より70人余り増
の163名の参加があった。

　どこでもカレッジプロジェクトの教材化の
取り決め（教材化記録許諾覚書）は、動画教
材の掲載期間を基本５年としているが、規則
や基準の改定等により実態に合わなくなる内
容もあるため、許諾手続きの際は、講師の希
望どおりに短縮する等見直した。また、令和
４年度に開催した看護職学習支援公開講座７
講座のうち３講座をどこでもカレッジプロ
ジェクトの動画教材として公開し拡充した。

　地域が抱える課題解決の
ため、研究体制を充実させ
るとともに、看護研究交流
センターの地域課題研究及
び特別研究の成果を広く周
知し、積極的に地域へ還元
させる。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　感染症対策を講じた上で、上越市等と連携した認知症サポーター養成講座やこども食堂のボランティアを行う
学生サークル活動を支援した。さらに、上越保健所の協力要請に応え、新型コロナウイルス感染症に係る電話相
談業務に、本学学生が従事した。
　令和元年度に実施した看護職の学習支援ニーズの調査結果及び令和３年度の公開講座時のアンケート調査の結
果を踏まえ、看護職学習支援公開講座を７コース開催したところ、令和３年度より70人余り増の163名の参加が
あった。
　新潟県内における専門看護師のネットワーク化を目指し、県内に勤務する各専門分野専門看護師の代表者によ
る意見交換の場を設けた。さらに、県内の専門看護師に案内を行い、専門看護師フォローアップ研修を実施して
専門看護師の役割開発及び専門看護師ネットワーク作りに関して意見交換を行った。
　看護職リカレント教育登録者数は目標値の1.3倍以上で上回った。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

法人による自己評価結果 【中項目：(№7)地域社会ニーズへの対応】

R4目標値： 19人

評価区分

　新潟県福祉保健部、新潟県看護協会、本学
の三機関の担当者が「専門性の高い看護職員
の育成」に係る打ち合せを行い、認定看護師
養成について各機関の取組内容と役割を確認
した。
　新潟県内における専門看護師のネットワー
ク化を目指し、県内に勤務する各専門分野専
門看護師の代表者による意見交換の場を設け
た。また、県内の専門看護師に案内を行い、
3/24に専門看護師フォローアップ研修を実施
し、専門看護師６領域・20名が参加して、専
門看護師の役割開発及び専門看護師ネット
ワーク作りに関して意見交換を行った。

　地域に看護人材等を供給
するため、インターネット
などを活用して、学び直し
やスキルアップの機会を広
く提供し、潜在看護師をは
じめとした看護職者や福
祉・介護職者に対するリカ
レント教育を充実・強化さ
せる。
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　３ 地域貢献・国際交流に関する目標を達成するための措置

 (2)地域社会との連携に関する目標を達成するための措置

ア　医療機関等との連携に関する具体的方策

49 　県内で提供されている看
護サービスの質的向上を図
るため、看護研究発表会等
を通じて、保健・医療・福
祉機関等のニーズに対応し
た支援を行う。

49 　県内で提供されている看護
サービスの質的向上を図るた
め、地域課題研究や上越看護
研究における研究支援の充実
を図るとともにこれらの発表
会を通じて、県内の保健医療
行政との連携強化を図る。

イ　県との連携に関する具体的方策

50 　県、市町村の要請に応じ
て審議会・委員会等へ教員
を参加させ、政策提言を行
うとともに、県福祉保健
部、病院局と定期的に意見
交換を行って、看護政策の
形成に寄与する。

50 　教員の専門性に応じて県、
市町村、関係団体の審議会、
委員会等へ積極的に参加す
る。

ウ　教育現場との連携に関する具体的方策

51 　県内高等学校への情報発
信を積極的に行うととも
に、出前講座や模擬講義を
積極的に行う。

51 　県内及び隣県の高等学校等
への情報発信を効果的に行う
とともに、高校訪問や模擬講
義を積極的に行う。

◆指標№13 研究指導等講師派遣数（講師派遣数／年）

R6目標値：81人（毎年度） R4実績値：  80人（R3：67人）

　※第1期実績（平均）の10%増 達成度：  ○ [達成率： 98.8 % ]

◆指標№14 審議会等委員委嘱数（委員委嘱数／年）

R6目標値：47人（毎年度） R4実績値：  49人（R3：57人）

　※※第1期実績（平均）の10%増 達成度：   ◎ [達成率： 104.3 % ]

エ　人事交流の推進に関する目標を達成するための措置

52 　新潟県病院局等と協定を
締結し、人事交流を推進す
る。

52 　高度な実践能力を持つ現役
看護職者を教員として活用す
る。

53 　現役看護職者を非常勤講
師として活用するととも
に、本学の教員を看護現場
に派遣し、研究成果を還元
する。

53 　現役看護職者を非常勤講師
として登用し、看護現場の知
識・経験を看護実践教育に活
用する。また、医療機関から
の要請に応じ、本学の教員を
医療現場に派遣し、職員研修
等において看護教育の見地か
ら指導・助言を行う。

R6目標値：3人（期間累計） R4実績値：  ２人（R3：２人）

達成度：  ◎ [達成率： 100 % ]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

　【中項目：(№8)地域社会との連携】

◆指標№16 臨床現場・行政機関と人事交流を行う人数（２年以上の者）（延べ人数／中期目標期間中）

　県病院局との人事交流の一環として、臨床経
験を持つ現役看護師を基礎看護学領域の教員と
して１名採用した。（令和３年度から）

　県立病院をはじめとする臨床現場で活躍する
現役看護師を非常勤講師として採用した。
　県立中央病院に月４回程度本学の教員を派遣
し、教育アドバイザーとして看護部の教育・研
修活動に関して指導・助言を行った。
　また、魚沼基幹病院に月１回程度本学の教員
を派遣し、特任教育コーディネーターとして看
護師教育に関して指導・助言を行った。

　上越地域における看護の連携と質の向上を図るため、地域課題研究発表会・上越地域看護研究発表会をオンラインと会場参
加のハイブリッド方式にて開催した。また、新たに両発表会をオンデマンドにて１ヶ月間公開したところ、17演題に合計250件
のアクセスがあった。
　行政機関や各種団体の審議会、委員会の委員として、要請に応じて積極的に本学教員が参加した。
　また、新潟県総務部及び福祉保健部と大学運営等に関して実務的な意見交換を行った。
　県立中央病院に月４回程度本学の教員を派遣し、教育アドバイザーとして看護部の教育・研修活動に関して指導・助言を
行った。また、魚沼基幹病院に月１回程度本学の教員を派遣し、特任教育コーディネーターとして看護師教育に関して指導・
助言を行った。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

大項目３ 地域貢献・国際交流に関する事項

中期計画

ni

R4目標値：47人

法人による自己評価結果 【中項目：(№8)地域社会との連携】 評価区分

令和４年度計画 令和４年度業務実績

　上越地域における看護の連携と質の向上を図
るため、地域課題研究発表会・上越地域看護研
究発表会は、10/1にオンラインと会場参加のハ
イブリッド方式にて開催した。本学教員が共同
研究者として取り組む地域課題研究発表会は10
件、本学教員が査読を行う上越看護地域研究発
表会は７件の発表があった。当日の会場参加者
は74名、オンラインでの参加は28件あった。こ
れら両発表会を、オンデマンドにて１ヶ月間公
開した。17演題に合計250件のアクセスがあっ
た。

　行政機関や各種団体の審議会、委員会
の委員として、要請に応じて積極的に本
学教員が参加した。
　また、新潟県総務部（大学・私学振興
課）及び福祉保健部と大学運営等に関し
て実務的な意見交換を行った。

R4目標値：2人

　業者主催の大学説明会への参加、高校訪問、
出前授業を積極的に行うとともに、中学校・高
校の大学見学を積極的に受け入れた。
　大学見学受け入れ９回、出前講義８回、高校
訪問50校、進学相談会18回（うちオンライン５
回）

R4目標値：81人
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第１ 教育研究上の質の向上に関する目標を達成するための措置

　３ 地域貢献・国際交流に関する目標を達成するための措置

 (3)国際交流に関する目標を達成するための措置

54 　海外の大学や医療機関な
どの研究者等による国際的
なテーマの講座や講義など
研究水準の向上や国際的な
視野を養える国際交流事業
を実施する。

54 　国内外の大学や医療機関等
の研究者による国際的なテー
マの講座や講義など、研究水
準の向上を図り、国際的な視
野を養うための国際交流事業
を継続的に実施する。なお本
事業における講座・講義は、
新型コロナウイルス感染症の
遷延を想定し、対面・オンラ
インの併用方法で企画する。

55 　海外大学との更なる交流
協定締結を目指すととも
に、学生及び教員の国際交
流を促進させる。

55 　クライストチャーチ工科大
学との連携に基づく海外看護
研修プログラムの実施を目指
す。また、①臨床看護英会話
を用いた看護シミュレーショ
ン演習及び②オンライン交流
会を継続的な企画とするため
のプログラムの精練に取り組
む。
　なお新型コロナウイルス感
染症の遷延により海外看護研
修の実施が困難な場合、上述
の①や②を活用した代替プロ
グラムを企画する。

◆指標№17 海外大学との交流提携校数（校数／中期目標期間中）

R6目標値：3校(期間累計) R4実績値： (包括交流協定)－校（R3：－校）

　※提携の実現性を勘案 達成度：  － [達成率：  ー％]

◆指標№18 海外大学等との交流人数（学生）

R6目標値：6人 R4実績値： ７人(渡航5・オンライン交流2)(R3:２人)

　※新規 達成度：  ◎ [達成率： 116.7 ％]

◆指標№18 海外大学等との交流人数（教員）

R6目標値：3人 R4実績値： ４人(渡航1・オンライン交流3)(R3:３人)

　※新規 達成度：  ◎ [達成率： 133.3 ％]

S
（年度計画を大幅に上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

R4目標値：調査検討

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　【中項目：(№9)国際交流】

R4目標値：3人

法人による自己評価結果 【中項目：(№9)国際交流】 評価区分

　クライストチャーチ工科大学（Ara）看護学生との国際交流オンライン交流会を開催した。本学から学部生２名と教職員３名
が参加し、新型コロナウイルスパンデミック以降の学びの状況についてプレゼンテーションを行い、理解を深めた。
　また、Araとの国際交流協定に基づく２週間のニュージーランド看護研修を実施した。５回の事前研修を経て、学部生５名と
引率教員１名が渡航し、Araを拠点に看護英語クラス受講、保健医療施設見学、看護学演習参加、ホームステイ等を行った。
　国際的な視野を養うため、青年海外協力隊に参加しウガンダに派遣された本学卒業生を招聘し、「世界に羽ばたいた先輩た
ち」と題したオンラインセミナーを実施した。また、地域の国際交流事業を推進する上越国際交流協会から講師を招き、「日
本語でのやりとりが困難な外国籍住民への医療支援・サポート」と題したセミナーを対面で実施した。
　地域における国際交流活動の示唆を得ること及び交流の促進を図ることを目的に、本学と協力関係にある上越国際交流協会
及び上越教育大学留学生支援センターが開催する交流会に教職員が定期的に参加した。
　全体としては年度計画を大幅に上回る実績と認識している。

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　国際的な視野を養うための国際交流事業とし
て、６月に、青年海外協力隊に参加しウガンダ
に派遣された本学卒業生の諸田葉子氏を招聘
し、「世界に羽ばたいた先輩たち」と題したオ
ンラインセミナーを実施した。学部生５名、教
職員７名が参加し意見交換を行った。
　また２月に、地域の国際交流事業を推進する
上越国際交流協会じょんなびから２名の講師を
招き、「日本語でのやりとりが困難な外国籍住
民への医療支援・サポート」と題したセミナー
を対面で実施した。学部生５名、教職員13名の
参加者より質問・意見が多数寄せられた。

　クライストチャーチ工科大学（Ara）看護学
生との国際交流オンライン交流会を６月に開催
した。本学から学部生２名と教職員３名が、
Araから学部生２名と教職員３名が参加し、新
型コロナウイルスパンデミック以降の学びの状
況についてプレゼンテーションを行い、理解を
深めた。
　３月にAraとの国際交流協定に基づく２週間
のニュージーランド看護研修を実施した。５回
の事前研修を経て、学部生５名と引率教員１名
が渡航し、Araを拠点に看護英語クラス受講、
保健医療施設見学、看護学演習参加、ホームス
テイ等を行った。また現地研修に先立ち、国際
交流における危機管理対策の強化に向け、留学
生危機管理サービス「OSSMA」を新たに導入
し、これに併せて感染症を含む危機事象に対す
る危機管理対策を明文化したマニュアルを改訂
した。また、本マニュアルとともに学生用海外
渡航安全ガイドブックを改訂し、安全対策につ
いて渡航する学生に丁寧に指導した。
　地域における国際交流活動の示唆を得ること
及び交流の促進を図ることを目的に、本学と協
力関係にある上越国際交流協会及び上越教育大
学留学生支援センターが開催する交流会に教職
員が定期的に参加した。

R4目標値：6人
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大項目４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

(1)効率的で機動的な組織運営体制の構築に関する目標を達成するための措置

56 　単科大学のメリットを生
かして、役員会や審議機
関、教授会、事務局等の役
割分担を継続的に見直しな
がら、理事長のリーダー
シップのもと効率的で機動
的な組織運営を行う。

56 　新型コロナウイルス感染症
対策として、学内の新型コロ
ナウイルス感染症対策本部が
中心となり一元管理すること
により、機動的かつ組織横断
的に対応する。

(2)戦略的な法人運営の確立に関する目標を達成するための措置

57 　大学間の競争に対応する
ため、高校生や社会のニー
ズを的確に把握し、将来を
見据えた戦略的な大学運営
に反映させる。

57 　教学マネジメントの体制を
構築し、戦略的な大学運営に
反映させる。
　新学務システムを段階的に
運用し、情報の収集と分析を
推し進める。

(3)業務運営の透明性確保と質の向上に関する目標を達成するための措置

58 　理事や経営審議会委員等
に学外有識者を登用し、外
部の意見を積極的に取り入
れるとともに、自己点検や
監事監査結果、学生の意見
等を業務運営に反映させる
ことで、大学経営の透明性
と質の向上を図る。

58 　自己点検、監事監査の結
果、学生の意見等を業務運営
に反映させることで、大学経
営の透明性と質の向上を図
る。

59 　業務の質の向上を図るた
め、内部監査及び監事監査
を充実させる。

59 　内部監査担当部局と研究不
正防止委員会が連携し、研究
費不正の防止に関する意識を
高める取組を行うとともに、
内部監査実施要領を定めて内
部監査を実施する。

◆指標№23 業務改善率（監査指導等）（改善件数／指導・指摘件数）

R6目標値：100％（毎年度）
R4実績値： 　100％（１件/１件)

　（R3：100％）

　※全部改善 達成度：   ◎ [達成率：100%]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

令和４年度業務実績

　理事長をトップとする「新型コロナウイルス感染症
対策本部」を感染状況に応じて機動的に開催し、適切
な対応を行った。具体的な対応例は次のとおりであ
る。
①県内の感染状況を踏まえた移動、飲食、アルバイ
ト、課外活動等の制限
②学生及び教職員に対する、新型コロナワクチンの接
種（３回目）
③学内関係者の感染者数増加に伴う速やかな入構禁止
措置の決定
④感染及び濃厚接触者が判明した場合の速やかな連絡
体制の確立
　また、創立20周年を迎え、10月に記念式典・講演会
を開催、記念誌を発行・配布し、多くの関係者に感謝
を伝え引き続きの支援をお願いした。

　学長のリーダーシップの下、教学ＩＲの構
築を目指し、教員・職員の人材育成に向けた
ＦＤ・ＳＤ研修体制の充実を図った。（新採
用教職員研修会・AED講習会等の開催、FD教職
員実践研究会・職員を対象とした専門研修等
への参加）
　また、令和４年度から導入された新カリ
キュラムについて、１年ごとにPDCAサイクル
を循環させる体制を整備した。
　新学務システムにおいて、授業評価アン
ケートの一部を試行的に行うなど、段階的に
運用を進めた。

　【中項目：(№10)運営体制の改善】

ni

中期計画 令和４年度計画

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　法人運営に精通した企業・法人の役員
等学外有識者を理事・監事及び経営審議
会委員に登用しており、外部の意見を積
極的に取り入れた。

　令和４年度に新たに研究不正防止委員
会を設置し、研究倫理教育の企画・実施
を強化した。内部監査担当部局において
は、研究費の不正防止に関する意識を高
める取組を行うとともに、実施要領を定
めて12月に内部監査を実施した。

R4目標値：100％

評価区分法人による自己評価結果 【中項目：(№10)運営体制の改善】

　理事長をトップとする「新型コロナウイルス感染症対策本部」を感染状況に応じて機動的に開催し、適切な対応を行った。
　創立20周年を迎え、10月に記念式典・講演会を開催、記念誌を発行・配布し、多くの関係者に感謝を伝え引き続きの支援を
お願いした。
　学長のリーダーシップの下、教学ＩＲの構築を目指し、教員・職員の人材育成に向けたＦＤ・ＳＤ研修体制の充実を図っ
た。
　新学務システムにおいて、授業評価アンケートの一部を試行的に行うなど、段階的に運用を進めた。
　研究不正防止委員会を新たに設置し、研究倫理教育の企画・実施を強化した。内部監査担当部局においては、研究費の不正
防止に関する意識を高める取組を行うとともに、実施要領を定めて内部監査を実施した。
　県監査で指摘された事項については即座に適正に対処し、業務改善に結びつけた。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。
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大項目４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

 ２ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置

(1)人材の確保に関する目標を達成するための措置

60 60 　年間を通じた公募などに
より、優秀な教職員を確保
する。

60-2 　教員選考規程及び審査基
準に基づき学内昇任を実施
しながら、適切な人材配置
を行う。

R6目標値：100％（毎年度） R4実績値：  100 %（R3：100%）
　※全ての科目群に教授又は
    准教授の配置を実現

達成度：  ◎[達成率：100%]

(2)外部人材の活用に関する目標を達成するための措置

61 　客員教授として国内看護教
育界の第一人者を招聘し、公
開講座等を開催することによ
り、本学のＰＲと地域貢献を
図る。

61 　看護・医療・福祉分野の
第一人者や客員教授による
公開講座等を開催し、本学
のPRと地域貢献を行う。

62 　専門看護師(CNS)養成に貢献
できる県内の現役看護師等を
特任講師として活用する。

62 　県内の専門看護師等を特
任講師とし、専門看護師
（CNS）養成をはじめ、本学
の教育研究の向上を図る。

◆指標№20 客員・特任教員の人数（人数／年）

R6目標値：10人 R4実績値：  10 人（R3：10人）

　※第1期中期目標期間と同様 達成度：
◎[達成率：100%]
  客員教授　2 人

   特任講師　8 人

(3)柔軟で弾力的な人事制度の運用に関する目標を達成するための措置

63 　流動的な人材交流ができる
よう、任期制・年俸制などを
活用する。

63 　流動的な人材交流ができ
るよう、任期制の教員を公
募する。

R6目標値：13％ R4実績値：
 13.7 ％ (7/51 : 任期制5,年俸制2)
　　　（R3：15.1％）

達成度： ◎[達成率：105.4%]

(4)評価制度の運用に関する目標を達成するための措置

64 　教職員の人事評価システム
に基づき客観的で公平な人事
評価を行い、処遇に反映させ
るとともに、必要に応じて評
価システムの見直しを行う。

64 　教員業績評価基準に基づ
いて、令和３年度の教員業
績について評価を実施し、
処遇に反映させる。

　【中項目：(№11)人事の適正化】

　県内現役看護師４名を特任講師と
し、専門看護師(CNS)養成課程の教育に
活用した。

R4目標値：10人

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

ni

　年間を通じた公募などによ
り、優秀な教職員を確保する
とともに、適切な人材配置を
目指し、必要に応じて学内昇
任を実施する。

◆指標№19 教員が適正に配置されている科目群の割合（教授又は准教授が配置されている科目群／科目群）

R4目標値：100％

　年間を通じた公募を行い、優秀な教
職員を確保した。
・教員採用：４名

　学内昇任を審査した結果、１名の学
内昇任を行った。（10/1昇任）また、
教員選考規程及び審査基準の見直しを
行った。

　客員教授による講義を開催し、専門
的知見を得た。
・11/4　 山内豊明(放送大学大学院教
授)
・10/21　松本晴樹(新潟県福祉保健部
長)

　令和３年度からの継続者を含め、助
手４名を任期制の教員として任用し
た。

◆指標№21 任期制・年俸制を適用している教員の割合（任期制・年俸制を適用している教員数／教員数:最終年度）

R4目標値：13％

　教員業績評価基準に基づき、令和３
年度の教員実績を評価し、その業績に
より研究費の追加配分を行い、処遇に
反映させた。
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(5)事務職員の採用と育成に関する目標を達成するための措置

65 　中・長期的な組織運営の観
点から専門性の高い大学運営
業務を担当するプロパー職員
を計画的に採用し、育成す
る。

65 　勤務年数に応じた研修や
専門的な研修への参加を推
進し、プロパー職員の育成
を図る。

◆指標№22 事務局の対応学生満足度（満足度（５段階評価の上位２位の割合））

R6目標値：79％（毎年度） R4実績値：  88.9 %（R3：91.8%）
　※第1期中期目標期間平均から10%増 達成度：  ◎ [達成率： 112.5 % ]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

法人による自己評価結果 【中項目：(№11)人事の適正化】

R4目標値：79％

　年間を通じた公募を行い、優秀な教職員を４名確保した。併せて、すべての科目群に教員の適正配置（准教授
以上の配置）をしている。
　教員選考規程及び審査基準に基づき学内昇任を審査した結果、１名の学内昇任を行い、適切な人材配置を図っ
た。
　また、職員の育児休業や私傷病休暇に伴う臨時職員の採用を行い、事務局業務の円滑な遂行に努めた。
　更に階層別研修と専門研修の２本柱からなる研修計画を策定し、オンライン研修を含め、研修への参加を進め
た。
　事務局の対応に対する学生満足度は88.9％と目標値を上回り、高水準を維持している。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

評価区分

　職員の育児休業や私傷病休暇に伴う臨時
職員の採用を行い、事務局業務の円滑な遂
行に努めた。
　また、階層別研修と専門研修の２本柱か
らなる研修計画を策定し、オンライン研修
などを含め、研修への参加を進めた。
（参加実績）
4/22　改正公益通報者保護法に関する説明
会（オンライン）
5/24　2022年度第1回千葉大学アカデミッ
ク・リンク/ALPSセミナー（オンライン）
7/4・5　階層別研修（主任研修　前期）
7/15　教学マネジメントと教学IR（オンラ
イン）
9/26　階層別研修（主任研修　後期）
6/17　公立大学協会図書館協議会　総会
（オンライン）
7/22　新潟県大学図書館協議会　総会（オ
ンライン）
8/18　大学等におけるセキュリティ対策に
かかるセミナー（オンライン）
8/19　公立大学協会公立大学職員セミナー
9/12～12/31　公立大学法人会計初級セミ
ナー（オンデマンド）
9/15～12/31　　　　〃　　 　 中級セミ
ナー（オンデマンド）
9/30　図書館に向けた図書館等公衆送信
サービス説明会（オンライン）
10/12　国立大学図書館協会セミナー「災害
と図書館」（オンライン）
11/9　新潟県大学図書館協議会　研修会
（オンライン）
11/16　CAT/ILLリプレイス＆電子リソース
データ共有サービス説明会（オンライン）
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

 3 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

(1)合理的な事務組織の編成に関する目標を達成するための措置

66 　定型業務など外部委託が可
能な業務を選定し、費用や効
率性を検証しながら導入を進
める。

66 　外部委託が可能な業務を
選定し、費用や効率性を検
証しながら導入を進める。

67 　事務組織を継続的に見直す
とともに、業務内容の変化や
業務量の変動に柔軟に対応で
きる組織を構築する。

67 　業務内容の変化や業務量
の変動に柔軟に対応するた
め、業務に応じた人員配置
となるよう、随時事務分掌
の見直しを行う。

(2)事務処理の効率化に関する目標を達成するための措置

68 　事務決裁手続の簡素化を図
り、事務処理に要する時間や
コストを削減する。

68 　事務決裁手続きについ
て、学内様式の見直しや一
部押印の廃止などにより簡
素化を図るとともに、費用
対効果も考慮しながら各決
裁システムの導入を検討
し、事務処理の効率化を図
る。

S
（年度計画を大幅に上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

　【中項目：(№12)事務の効率化・合理化】

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

ni

　システム化や外部委託による業務の
省力化を目的に、出退勤システムやク
ラウド型文字起こしサービスを導入し
た。出退勤システムの導入により、職
員の労働時間の適正な管理・把握が可
能になるとともに、クラウド型文字起
こしサービスについては、AI音声認識
技術を活用し、１時間音声を約30分で
変換することができるなど、大幅な業
務の効率化が図られた。

　職員の育児休業や長期の私傷病休暇
等に対応し、随時事務分掌の見直しを
行った。

　Web出願システムの運用を開始した。
受験生の出願時の負担軽減・記載ミス
防止、事務局職員の学生情報入力事務
の削減、募集要項印刷・発送事務の削
減等を行い、作業効率の大幅な向上を
図ることができた。
　教職員の労働時間の適正な管理・把
握、業務の効率化を図るため、出退勤
管理や時間外勤務、休暇取得のシステ
ムを導入した。紙による申請行為がシ
ステム化され、申請・決裁時及び紙媒
体の整理等に要する時間が大幅に短縮
するなど、業務の効率化が図られた。
　また、兼職兼業の手続きにおいて
は、複数の手続きを１枚の様式ででき
るように見直し、手続きの簡素化を
図った。
　さらに、会計処理による押印の見直
しを行い、支払い事務の効率化を図っ
た。具体的には、請求書・見積書・委
任状に「発行責任者」「担当者」等を
記載して責任の所在を明確にすること
で、電子メールによる提出を可能とし
た。（Ｒ５年４月から運用）

　Web出願システムを新たに導入した。受験生の出願時の負担軽減・記載ミス防止、事務局職員の学生情報入力事
務の削減、募集要項印刷・発送事務の削減等を行い、作業効率の大幅な向上を図ることができた。
　教職員の労働時間の適正な管理・把握、業務の効率化を図るため、出退勤管理や時間外勤務、休暇取得のシス
テムを導入した。紙による申請行為がシステム化され、申請・決裁時及び紙媒体の整理等に要する時間が大幅に
短縮するなど、業務の効率化が図られた。
　システム化や外部委託による業務の省力化を目的に、クラウド型文字起こしサービスを導入し、AI音声認識技
術を活用し、大幅な業務の効率化が図られた。
　兼職兼業の手続きにおいては、複数の手続きを１枚の様式でできるように見直し、手続きの簡素化を図った。
　また、会計処理による押印の見直しを行い、請求書・見積書・委任状に「発行責任者」「担当者」等を記載し
て責任の所在を明確にすることで、電子メールによる提出を可能とする等、支払い事務の効率化を図った。
　全体としては年度計画を大幅に上回る実績と認識している。

法人による自己評価結果 【中項目：(№12)事務の効率化・合理化】 評価区分
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

 １ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

(1)適正な収入の確保に関する目標を達成するための措置

69 　社会情勢を反映した適正な
水準となるよう学生納付金等
を必要に応じて見直すととも
に、有料講座や大学施設の貸
出等収入の確保に積極的に取
り組む。

69 　社会情勢を考慮した学生
納付金等を検討するととも
に、有料公開講座や大学施
設の貸出を積極的に行い、
収入の増加を図る。

◆指標№24 自己収入比率（自己収入/経常収益）

R6目標値：33％ R4実績値：  36.3 %（R3：36.6%）

　※現状の水準を維持 達成度： ◎ [達成率： 110.0 %]

(2)外部資金の獲得に関する目標を達成するための措置

70 　科学研究費などの助成に関
する情報収集・申請・受入等
の研究支援体制を強化すると
ともに、応募件数、採択件数
の向上を図る。

70 　科研費等の採択率の向上
に向け、助成申請書の審査
過程において本学教員の研
究活動の情報が参照・活用
されることを目的とし、各
教員にResearchmapへの登
録を促す。また、科研費等
の外的資金に関する情報収
集を行い、説明会を開催す
るとともに、外部資金獲得
に結びつく研究計画立案を
目的とした研修会を企画実
施する。

◆指標№25 外部研究資金比率（外部研究資金/経常収益）

R6目標値：2.3％ R4実績値：  1.9 %（R3：1.8%）

 ※現状の水準を維持 達成度：  ○ [達成率： 82.6 %]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

　【中項目：(№13)自己収入の増加】

大項目５ 財務内容の改善に関する事項

法人による自己評価結果 【中項目：(№13)自己収入の増加】

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　　看護研究交流センターが企画する看護職学習支援公開講座については、令和３年度より２コース増やしてオ
ンラインにより７コースを開催したところ、延べ163名の参加があり（令和３年度より70人余り増加）、自己収入
の増加を図った。また、施設貸付についても新型コロナウイルス感染防止対策が図られていると考えられる申請
者に対し、施設貸付を認め、収入の増加に繋げた。
　科研費等の採択率の向上を目指し、新潟大学URAによる科研費採択に向けたオンラインセミナーへの参加、上越
教育大学と共同による科研費説明会の実施、本学単独での科研費説明会の実施、「優れた研究計画書の作成」に
係る研修会の実施等に取り組んだ。
　「自己収入比率」は、目標値33.0％を上回り達成した。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

ni

　看護研究交流センターが企画する看護職学
習支援公開講座については、令和３年度より
２コース増やしてオンラインにより７コース
を開催したところ、延べ163名の参加があり、
令和３年度より70人余り増加した。
　また、新型コロナウイルス感染防止対策の
実施計画書の提出を求め、感染対策が図られ
ていると考えられる申請者に対し、施設貸付
を認めた。
　【参考】
・公開講座受講料収入　164,000円
               　(R３：95,000円)
・施設貸付収入  　　  224,200円
　　　　　　  　（R３：87,800円）

R4目標値：33.0％

　科研費等の採択率の向上に向け、助成申請
書の審査過程において本学教員の研究活動の
情報が参照・活用されることを目的に、各教
員にResearchmapへの登録を促すとともに、本
学HPからのリンクを作成した。
　また、科学研究費の助成に関する情報収集
のため、新潟大学URAによる科研費採択に向け
たオンラインセミナーに１か月間（６月）参
加できるようにした。その後、ウェブアン
ケートを実施した結果、高い満足度と同様の
セミナーへの高い関心がうかがえた。
　科研費説明会については、７月に上越教育
大学と共同で実施し、さらに８月の本学単独
での科研費説明会においては後日希望者が視
聴できるよう動画を作成した。
　３月には教員３名を講師として「優れた研
究計画書の作成」について研修会を行い、23
名の教員が参加した。いずれも参加者からは
好評であった。
・R4科研費申請件数　15件(R3：19件)
・R4科研費採択件数　新規３件(R3：5件）
              　　  継続24件(R3：24件)
・その他外部資金申請件数　２件(R3：2件)

R4目標値：2.3％

評価区分
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 ２ 経費節減に関する目標を達成するための措置

71 　教育研究の水準に配慮しつ
つ、契約期間の複数年化や入
札時の競争性の確保、共同購
入の仕組み等を整備して、経
費を節減する。

71 　業務内容などに応じた入札
方法を検討・選択し、入札及
び随意契約等の競争性を確保
し経費の節減を図る。

ｂ
（年度計画を概ね実施）

　評価理由（主な成果や課題等）

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

72 　定期的に学内の施設・設備
を調査点検し、維持管理や更
新を適切に行う。

72 　学内の施設・設備の状況を
点検し、適時に修繕等を行い
施設・設備の長寿命化を図
る。

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

　【中項目：(№14)経費節減】

　【中項目：(№15)資産の運用管理の改善】

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

中期計画

大項目５ 財務内容の改善に関する事項

法人による自己評価結果 【中項目：(№14)経費節減】

　設備、施設の修繕工事に係る契約について、一般競争入札を活用し競争性を確保したほか、随意契約において
は、新たな業者を含めて複数業者からの見積合わせを行うなど価格の抑制を図った。
　電気の契約については、燃料の価格高騰などにより、競争入札を実施しても応札者が見込めないことから電力会
社と随意契約を行ったが、教職員に対し教授会等で節電を呼びかけ経費の節減を図った。
　全体として、年度計画を概ね実施しているものと認識している。

令和４年度計画 令和４年度業務実績

　設備、施設の修繕工事に係る契約につ
いて、一般競争入札を活用し競争性を確
保したほか、随意契約においては、新た
な業者を含めて複数業者からの見積合わ
せを行うなど価格の抑制を図った。
　電気の契約については、燃料の価格高
騰などにより、競争入札を実施しても応
札者が見込めないことから電力会社と随
意契約を行ったが、教職員に対し教授会
等で節電を呼びかけ経費の節減を図っ
た。

評価区分

令和４年度計画

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

　駐車場において水道管の破損による水漏れが発覚し、至急の修繕工事を行った。
　そのほか、長期使用による経年劣化や運転に支障が生じてきた設備等について修繕や更新を適宜行った。
　具体的には、各階電気温水器取替、看護学実習室２カ所のガス給湯器取替、図書館の排煙窓及び電動ブラインド
修繕、体育館ステージにおける看板昇降設備の修繕等を行った。特に、図書館の排煙窓及び電動ブラインド修繕と
体育館ステージにおける看板昇降設備の修繕については同時に行うことにより、足場工事の経費を節約できた。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

評価区分

令和４年度業務実績

　駐車場において水道管の破損による水
漏れが発覚し、至急の修繕工事を行っ
た。
　そのほか、長期使用による経年劣化や
運転に支障が生じてきた設備等について
修繕や更新を適宜行った。
　具体的には、各階電気温水器取替、看
護学実習室２カ所のガス給湯器取替、図
書館の排煙窓及び電動ブラインド修繕、
体育館ステージにおける看板昇降設備の
修繕等を行った。特に、図書館の排煙窓
及び電動ブラインド修繕と体育館ステー
ジにおける看板昇降設備の修繕について
は同時に行うことにより、足場工事の経
費を節約できた。

中期計画

法人による自己評価結果 【中項目：(№15)資産の運用管理の改善】
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大項目６ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する事項

第４ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置

 １ 自己点検・評価の実施に関する目標を達成するための措置

73 　自己点検・評価を効率的
かつ効果的に実施できるよ
う体制を整備する。

73 　自己点検・評価報告書を
編集する。

74 　定期的に外部評価を受
け、評価結果を教育研究活
動や業務運営改善に活用す
る。

74 　新潟県公立大学法人評価
委員会及び新潟県の財政的
援助団体等監査で指摘され
た事項等について、改善に
向けて取り組む。

75 　自己点検・評価、外部評
価の結果を積極的に公表す
る。

75 　自己点検・評価報告書を
リポジトリに登録し公開す
る。

◆指標№26 自己点検・評価に基づく改善率（自己点検・評価による改善件数/指摘件数）

R4実績値： 指摘なし（R3：指摘なし）

達成度：  －  [達成率： －　]

a
（年度計画を上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

中期計画

法人による自己評価結果 【中項目：(№16)自己点検・評価の実施】

　【中項目：(№16)自己点検・評価の実施】

R6目標値：100％（毎年度）

　※全部改善

令和４年度計画 令和４年度業務実績

　教員評価システムに基づき、全教員が
自己点検評価を行い、令和３年度自己点
検・評価報告書を編集した。また、優秀
者２名に学長表彰を行った。

　平成29年度の包括外部監査において指
摘された事項について、改善の検討を重
ね、全事項について措置が認められた。
　令和３事業年度法人評価結果で指摘さ
れた課題・提言等について、次のとおり
真摯に取り組んだ。①大学院における社
会人学生の確保に向け、オンラインで行
う授業を更に充実させ、かつ令和５年度
からの博士後期課程の共通科目の土曜
日・夏季休業期間等に集中した開講に向
けて調整した。②授業評価アンケートの
回収率増加に繋がる取組として、アン
ケート集計後に全科目の回答率を教員に
フィードバックすることで、教員のアン
ケートに対する関心が高まるよう働きか
けた。③県内就職者数の増加に向けた取
組として、県内の医療機関等で働く卒業
生を招き、学生との対話を通して学生が
県内就職の魅力を実感できるような機会
を講じた。④教員要望等を踏まえ、論文
件数、査読付き論文件数及び学会報告件
数の増加に向けた取組として、英語教員
の協力のもと英語論文投稿支援サポート
制度の試験運用を開始した。⑤コロナ禍
における海外大学等との現地研修実施に
向けた取組として、令和４年度早々から
クライストチャーチ工科大学との情報収
集及び日程・参加人数等の調整を図りな
がら研修を計画し、３月に遂行した。
　また、令和６年度受審予定の大学機関
別認証評価に係る作業スケジュールの確
認を行った。

　令和３年度自己点検評価報告書をリポ
ジトリに登録し公開した。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

R4目標値：100％

評価区分

　教員評価システムに基づき、全教員が自己点検評価を行い、令和３年度自己点検・評価報告書を編集した。ま
た、優秀者２名に学長表彰を行った。
　平成29年度の包括外部監査において指摘された事項については、改善の検討を重ね、全事項について措置が認
められた。
　令和３事業年度法人評価結果で指摘された課題・提言等について、真摯に取り組んだ。
　令和６年度受審予定の大学機関別認証評価に係る作業スケジュールの確認を行った。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。
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大項目６ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する事項

第４ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置

 ２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置

(1)情報公開の推進に関する目標を達成するための措置

76 　大学運営の透明性を高め
るため、教育研究活動、経
営状況、業績評価結果等を
積極的に公表する。

76 　教育研究活動、経営状
況、業績評価結果等をホー
ムページで公表する。

◆指標№27 ホームページへのアクセス件数（アクセス件数/年）

R6目標値：900,000件 R4実績値：
　1,890,793件
（R3：2,205,373件）

　※第1期中期目標期間と同様 達成度：  ◎ [達成率： 210.1 %]

(2)個人情報の管理に関する目標を達成するための措置

77 　情報公開制度や個人情報
保護に関する規程を適切に
運用するとともに、個人情
報の管理について学内に周
知徹底する。

77 　適切な情報公開を行うと
ともに、個人情報保護に努
める。

ｂ
（年度計画を概ね実施）

　評価理由（主な成果や課題等）

　【中項目：(№17)情報公開の推進】

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　教育研究活動、経営状況、業務評価結
果などをホームページで逐次公表した。

R4目標値：900,000件

　個人情報保護の充実を図るため、USB
等の電子記録媒体の管理について規程を
改正し、個人情報が保存されている媒体
の適正管理に対する意識と管理方法の改
善を図った。
　また、年２回教職員に綱紀の保持及び
服務規律の徹底と、個人情報保護に関す
る注意喚起を行った。

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

法人による自己評価結果 【中項目：(№17)情報公開の推進】 評価区分

　教育研究活動、経営状況、業務評価結果などをホームページで逐次公表し、ホームページのアクセス件数は目
標値の２倍を超え、高水準を維持した。
　個人情報保護の充実を図るため、USB等の電子記録媒体の管理について規程を改正し、個人情報が保存されて
いる媒体の適正管理に対する意識と管理方法の改善を図った。
　また、年２回教職員に綱紀の保持及び服務規律の徹底と、個人情報保護に関する注意喚起を行った。
　全体として、年度計画を概ね実施しているものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）
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第５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

 １ 法令遵守の推進に関する目標を達成するための措置

78 78 　20歳未満の飲酒禁止、禁煙
教育・敷地内禁煙について学
内ガイダンスを実施する。ま
た、薬物乱用防止、選挙制
度、税制度、年金制度、ごみ
の出し方などのガイダンスを
実施し、学生が遵守すべき事
柄の周知を徹底するととも
に、違反行為があった場合は
学内に周知して再発防止を図
る。併せて、学生自身が被害
者とならないよう、個人情報
管理、防犯対策、悪質商法等
消費者被害の実態と対策、ア
ルバイト等労働関係制度につ
いてもガイダンスを行う。

78-2 　教職員が遵守すべき綱紀の
保持及び服務規律の確保のた
めの指針を周知するととも
に、教授会において、研究費
等の厳正な取扱いや業務遂行
について指針をもとに啓発し
徹底を図る。

ｂ
（年度計画を概ね実施）

　評価理由（主な成果や課題等）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　学生が遵守すべき事柄について、啓発教育を行った。
　綱紀の保持及び服務規律の確保のための指針を年２回、教職員に周知した。
　教授会において、予算の適切な執行に関して、注意喚起を行った。また、業務遂行における服務規律の遵守につ
いて、兼職兼業届の手続きを踏まえるよう注意喚起し、徹底を図った。
　全体として、年度計画を概ね実施しているものと認識している。

大項目７ その他業務運営に関する事項

　【中項目：(№18)法令遵守の推進】

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

　学生や教職員が遵守すべき
事柄について、定期的に研修
を行い、高い倫理観やモラル
に基づいた行動を徹底する。

法人による自己評価結果 【中項目：(№18)法令遵守の推進】

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　学内教員の他、関係機関より講師を招
き、未成年者の飲酒禁止、禁煙教育・敷
地内禁煙、個人情報管理、薬物乱用防
止、税制度、年金制度、ごみの出し方に
ついて学内ガイダンスを実施し、学生が
遵守すべき事柄を周知した。併せて、防
犯対策、悪質商法等消費者被害の実態と
対策、アルバイト等労働関係制度、選挙
制度についてもガイダンス等で啓発教育
を行った。
【啓発内容・資料徴集先】
・薬物乱用防止等：新潟県警
・市民生活ルール等：上越市役所
・年金制度・国民年金学生納付特例制
度：日本年金機構
・税制度：高田税務署
・防犯対策：上越警察署
・悪質商法等消費者被害の実態と対策：
上越市消費生活センター
・労働（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）関係制度：新潟県労働
委員会
・選挙制度：明るい選挙推進協会
・未成年者の飲酒禁止、禁煙教育、敷地
内禁煙、個人情報管理、防犯対策：（学
内教員が講師として対応）

　綱紀の保持及び服務規律の確保のため
の指針を年２回（７月と12月）、教職員
に周知した。
　また、教授会において、予算の適切な
執行に関し、次の点について特に注意喚
起を行った。
①不正使用の防止（旅費、立替払費用償
還）
②予算の計画的執行
　さらに、業務遂行における服務規律の
遵守について、特に兼職兼業届の手続き
を踏まえるよう注意喚起し、徹底を図っ
た。
　新たに、教員全員に日本学術振興会の
研究倫理教育教材である「研究倫理eラー
ニングコース」の受講を義務づけ、研究
倫理教育を強化した。

評価区分
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第５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

 ２ 施設の効率的整備に関する目標を達成するための措置

79 　中長期的な施設整備計画に
基づき、施設・設備の維持管
理、更新を効率的に行う。

79 　学内の施設・設備の状況を
随時把握し、必要に応じて施
設整備計画を見直しながら、
より効率的に維持管理や設備
等の更新を行う。

a
(年度計画を上回る)

　評価理由（主な成果や課題等）

大項目７ その他業務運営に関する事項

　【中項目：(№19)施設の効率的整備】

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　施設整備計画に基づき、中央監視盤の更新工事の施工に向け、設計業務を委託し、設計書を作成した。コロナ禍
の影響で工期を大幅に要すことが判明したことから、工事を令和５年度に実施することとした。
　また、大学全体の照明器具のＬＥＤ化を計画的に進め、学内の廊下及び北口玄関通路照明のＬＥＤ化工事を実施
した。
　さらには、外部通路（ポルティコの広場）外壁が亀裂及び塗装劣化していたことから、改修及び塗装を行った。
　新型コロナウイルス対策としては、予算を確保し、トイレの洋式化（10基）を行い、大学内全てのトイレの洋式
化を完了した。
　全体としては年度計画を上回るものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　施設整備計画に基づき、中央監視盤の
更新工事の施工に向け、設計業務を委託
し、設計書を作成した。コロナ禍の影響
で工期を大幅に要すことが判明したこと
から、工事を令和５年度に実施すること
とした。
　また、大学全体の照明器具のＬＥＤ化
を計画的に進め、学内の廊下及び北口玄
関通路照明のＬＥＤ化工事を実施した。
　さらには、外部通路（ポルティコの広
場）外壁が亀裂及び塗装劣化していたこ
とから、改修及び塗装を行った。
　新型コロナウイルス感染症対策として
は、予算を確保し、トイレの洋式化（10
基）を行い、大学内全てのトイレの洋式
化を完了した。

法人による自己評価結果 【中項目：(№19)施設の効率的整備】 評価区分
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第５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

 ３ 危機管理に関する目標を達成するための措置
80 　労働安全衛生法その他関係

法令に基づき、安全衛生に関
する管理を適切に行う。

80 　衛生委員会を毎月開催
し、必要に応じ職場環境を
改善する。
　全職員の健康診断のほか
ストレスチェックやＶＤＴ
健診を行い、その結果に基
づき就業上の措置を講ず
る。

S
（年度計画を大幅に上回る）

　評価理由（主な成果や課題等）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　衛生委員会を毎月開催するとともに、ストレスチェック及びVDT健診を実施した。また、新型コロナウイルス感染症の影響で２
年間実施していなかったメンタルヘルス研修会を実施した。さらに、産業医の指示により、ヒヤリハット事案を募集するなど
し、職場環境等の改善に繋げた。
　学生に対する防災・減災教育として、４月にオリエンテーションを行い、学内の防災設備と避難経路、防災への日頃の備え、
災害発生時の行動及び大学への安否報告方法、および鴨島地区の指定避難所等を周知した。学生への防災・減災啓発活動とし
て、無印良品主催（新潟県共催）の防災イベント「いつものもしもCARAVAN直江津」を周知した。
　教職員に対する防災・減災教育として、新潟県防災局危機対策課災害担当の専門家による研修会を開催した。
　安否情報システムの活用では、学生と教職員へのメールアドレス登録のサポート、および安否報告訓練を学生・教職員を対象
に３回実施した。
　新潟県看護系大学等災害支援連携協議会では会長校として定例会議を２回主催し、会員校、新潟県および新潟市間の意識共有
を図った。同協議会では、新潟県の要請を受けて長岡保健所での新型コロナウイルス積極的疫学調査に協力し、本学からも３名
の教員を派遣した。８月上旬の村上市・関川村豪雨災害においては、新潟県・会員校と連携して現地の保健相談活動の調整に関
わった。
　全体としては年度計画を大幅に上回る実績と認識している。

　【中項目：(№20)危機管理】

令和４年度業務実績

　衛生委員会を毎月開催するとともに、10
月にストレスチェックを、12～１月にVDT
健診を実施した。また、新型コロナウイル
ス感染症の影響で２年間実施していなかっ
たメンタルヘルス研修会を２月に実施し
た。
　さらに、産業医の指示により、ヒヤリ
ハット事案を募集するなどし、職場環境等
の改善に繋げた。

評価区分法人による自己評価結果 【中項目：(№20)危機管理】

　災害時における危機管理体
制の充実を図るとともに、防
災訓練などを実施する。

81 81 　感染症対策を踏まえた危
機発生時の情報連絡体制や
対応マニュアルの改訂・周
知を図るとともに、安否情
報システムを活用した情報
連絡訓練及び消防訓練など
実践的な研修・訓練を実施
する。

　教職員の緊急連絡網の随時更新と周知、危機
管理初動対応マニュアル・震災対応マニュアル
の周知を（４月）図った。
　学生に対する防災・減災教育として、４月に
オリエンテーションを行い、学内の防災設備と
避難経路、防災への日頃の備え、災害発生時の
行動及び大学への安否報告方法、および鴨島地
区の指定避難所等を周知した。学生への防災・
減災啓発活動として、無印良品主催（新潟県共
催）の防災イベント「いつものもしもCARAVAN
直江津」を（10月）周知した。
　教職員に対する防災・減災教育として、新潟
県防災局危機対策課災害担当の専門家による研
修会を（８月）開催した。
　安否情報システムの活用では、学生と教職員
へのメールアドレス登録のサポート、および安
否報告訓練を学生・教職員を対象に３回（５
月、10月、２月）実施した。
　新潟県看護系大学等災害支援連携協議会では
会長校として定例会議を（９月、３月）主催
し、会員校、新潟県および新潟市間の意識共有
を図った。同協議会では、新潟県の要請を受け
て長岡保健所での新型コロナウイルス積極的疫
学調査に協力し、本学からも３名の教員を（５
月）派遣した。８月上旬の村上市・関川村豪雨
災害においては、新潟県・会員校と連携して現
地の保健相談活動の調整に関わった。
　日本看護系大学協議会災害支援活動員会中部
ブロックにおいて、本学は新潟県看護系大学の
代表校として担当者会議に参加し、活発な意見
交換を行った

大項目７ その他業務運営に関する事項

中期計画 令和４年度計画

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）
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第５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

 ４ 人権の保護に関する目標を達成するための措置
82 　各種ハラスメントなどの人

権侵害を防止し、さらなる人
権意識の向上を図るため、ハ
ラスメント防止委員会を中心
に学生や教職員に対し、定期
的に人権に関する啓発や研修
を実施する。

82 　学生及び教職員を対象に
ハラスメント防止の研修会
を実施するとともに、学内
におけるハラスメント予防
に向け委員会を定期的に開
催し、委員・相談員間で情
報を共有し適切に対応す
る。

ｂ
（年度計画を概ね実施）

　評価理由（主な成果や課題等）

大項目７ その他業務運営に関する事項

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　【中項目：(№21)人権の保護】

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　ハラスメント防止及び意識啓発のため、
学年ガイダンスや新任教職員研修の際に
リーフレットを配布した。また、新たに啓
発ポスターを学内に掲示した。
　10/28に「アカデミックハラスメントの
防止について」をテーマに、NPO法人アカ
デミックハラスメントをなくすネットワー
ク代表理事の御輿久美子氏によるオンライ
ン研修会を開催した。学部生を含む49名が
参加し、アンケートでは約９割が良かった
と回答した。
　ハラスメント防止特別委員会を４回開催
し、ハラスメント防止啓発活動の方針、相
談案件の有無や内容について情報共有を
図った。

法人による自己評価結果 【中項目：(№21)人権の保護】 評価区分

　ハラスメント防止及び意識啓発のため、学年ガイダンスや新任教職員研修の際にリーフレットを配布した。ま
た、新たに啓発ポスターを学内に掲示した。
　「アカデミックハラスメントの防止について」をテーマに、NPO法人アカデミックハラスメントをなくすネット
ワーク代表理事の御輿久美子氏によるオンライン研修会を開催した。
　全体として、年度計画を概ね実施しているものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）
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第５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

 5 情報セキュリティ対策に関する目標を達成するための措置
83 　情報セキュリティ対策に関

する規程等を整備するととも
に、学内に周知する。

83 　情報セキュリティ対策に
関する規程を「政府機関等
の情報セキュリティ対策の
ための統一基準群（平成30
年度版）」に則り、改訂準
備を進める。

ｂ
（年度計画を概ね実施）

　評価理由（主な成果や課題等）

大項目７ その他業務運営に関する事項

　【中項目：(№22)情報セキュリティ対策】

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　情報セキュリティ対策に関する規程について「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（令和３
年度版）」に則り、「情報セキュリティインシデント対応チーム設置規程」を策定し、教授会で周知した。
　さらに、電磁的記録媒体取扱要領の一部改正を行い、個人情報を保存した持ち出し可能な媒体の管理方法や持ち
出す際の具体的な手続き等を定め、教授会で周知した。
　全体として、年度計画を概ね実施しているものと認識している。

＊ 指標の達成度： ◎ 達成（100％以上）、○ 概ね達成（80％以上～100％未満）、△ やや遅れている（60％以上～80％未満）、▲ 遅れている（60％未満）

＊ 評価区分：ｓ（年度計画を大幅に上回る）、ａ（年度計画を上回る）、ｂ（年度計画を概ね実施）、ｃ（年度計画を十分に実施せず）、ｄ（年度計画を大幅に下回る）

　情報セキュリティ対策に関する規程につ
いて「政府機関等の情報セキュリティ対策
のための統一基準群（令和３年度版）」に
則り、「情報セキュリティインシデント対
応チーム設置規程」を策定し、教授会で周
知した。
　さらに、電磁的記録媒体取扱要領の一部
改正を行い、個人情報を保存した持ち出し
可能な媒体の管理方法や持ち出す際の具体
的な手続き等を定め、教授会で周知した。

法人による自己評価結果 【中項目：(№22)情報セキュリティ対策】 評価区分
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第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
（単位：百万円）

金額 予算額① 決算額② 差額(②－①)

収入 収入
運営費交付金 3,851 運営費交付金 581 627 46
自己収入 1,631 自己収入 246 248 3

授業料及び入学金検定料収入 1,536 授業料及び入学金検定料収入 229 235 6
雑収入 95 雑収入 17 13 △ 3

受託研究等収入及び寄附金収入等 0 受託研究等収入及び寄附金収入等 0 1 1
補助金収入 29 15 △ 14
前中期目標期間繰越金取崩 2 0 △ 2

5,482 857 892 35
支出 支出

業務費 5,290 業務費 825 801 △ 25
　 教育研究経費 837 　 教育研究経費 131 143 12

人件費 4,103 人件費 628 579 △ 49
一般管理費 350 一般管理費 66 78 12

0 0 0 0
施設整備費 192 施設整備費 32 7 △ 25

5,482 857 808 △ 49

（単位：百万円）

金額 予算額① 決算額② 差額(②－①)

費用の部 5,372 費用の部 869 831.6 △ 37
経常経費 5,372 経常経費 869 831.4 △ 38
　 業務費 4,901 　 業務費 778 728 △ 50

教育研究経費 798 教育研究経費 150 149 △ 1

受託研究費等 0 受託研究費等 0 0 0

人件費 4,103 人件費 628 579 △ 49

一般管理費 320 一般管理費 59 73 14

財務費用 2 財務費用 0 0 0

雑損 0 雑損 0 0 0

減価償却費 149 減価償却費 32 30 △ 2

臨時損失 0 臨時損失 0 0 0

収入の部 5,372 収入の部 869 834 △ 35
経常収益 5,372 経常収益 869 834 △ 35
　 運営費交付金収益 3,633 　 運営費交付金収益 542 530 △ 12

授業料収益 1,309 授業料収益 215 214 △ 1
入学金収益 218 入学金収益 35 32 △ 2
検定料収益 36 検定料収益 5 5 △ 1

受託研究等収益 0 受託研究等収益 0 0 0

寄附金収益 0 寄附金収益 0 0 0
補助金収益 29 17 △ 12

財務収益 0 財務収益 0 0 0

雑益 96 雑益 17 13 △ 3
61 23 20 △ 3
0 0 0 0

19 4 2 △ 1
臨時利益 0 臨時利益 0 0 0

純利益 0 純利益 0 2 2
総利益 0 総利益 0 2 2

（単位：百万円）

金額 予算額① 決算額② 差額(②－①)

資金支出 5,482 資金支出 857 1,070 213
業務活動による支出 5,179 業務活動による支出 807 802 △ 5
投資活動による支出 218 投資活動による支出 40 52 12
財務活動による支出 85 財務活動による支出 10 10 △ 0

翌年度への繰越金 0 206 206

資金収入 5,482 資金収入 857 1,084 227
業務活動による収入 5,482 業務活動による収入 856 888 33
　 運営費交付金による収入 3,851 　 運営費交付金による収入 581 620 39

1,536 229 235 6
受託研究等収入 0 受託研究等収入 0 0 0

補助金等収入 29 15 △ 14
その他の収入 95 その他の収入 17 18 1

投資活動による収入 0 投資活動による収入 0 0 0

財務活動による収入 0 財務活動による収入 0 0 0

前年度からの繰越金 2 196 194

授業料及び入学金検定料による収入 授業料及び入学金検定料による収入

※ 各経費は小数点第１位を四捨五入しているため、各項目の積み上げと区分の合計が一致しない場合あり。

令和元～６年度年度予算　  （単位：百万円） 令和４年度予算 令和４年度決算
区分 区分

　２ 収支計画

令和元～６年度予算　  （単位：百万円） 令和４年度予算 令和４年度決算

計

受託研究等経費及び寄附金事業費等

計

計

受託研究等経費及び寄附金事業費等

計

令和元～６年度予算　  （単位：百万円） 令和４年度予算 令和４年度決算
区分

資産見返物品受贈額戻入

区分

（中期計画 第６）

中期計画 令和４年度計画 令和４年度業務実績

　１ 予算

資産見返運営費交付金等戻入

区分

区分

資産見返寄附金戻入 資産見返寄附金戻入

資産見返物品受贈額戻入

　３ 資金計画

資産見返運営費交付金等戻入
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令和４年度業務実績

 　１億円  　１億円  　該当なし

　 運営費交付金の受入れ遅延
及び事故の発生等により緊急に
必要となる対策費として借り入れ
ることが想定される。

　 運営費交付金の受入れ遅延
及び事故の発生等により緊急に
必要となる対策費として借り入れ
ることが想定される。

 　該当なし

なし なし  　該当なし

　
　 決算において剰余金が発生し
た場合は、教育研究の質の向上
並びに組織運営及び施設設備
の改善に充てる。

　
   決算において剰余金が発生し
た場合は、教育研究の質の向上
並びに組織運営及び施設設備
の改善に充てる。

　知事の承認を受けて令和３年度
の剰余金　1,817千円を目的積立
金に計上した。
　なお、令和３年度末までにおけ
る目的積立金の額は、9,232千円
であり、これまでに取り崩し実績は
無い。

 　各事業年度の予算編成過程
等において決定する。

 　各事業年度の予算編成過程
等において決定する。

　 施設・設備の更新サイクルを確
認し、令和４年度の施設整備計画
を決定した。

　 第２の２「人事の適正化に関す
る目標を達成するための措置」に
記載のとおり。

　 第２の２「人事の適正化に関す
る目標を達成するための措置」
に記載のとおり。

　 人事計画に基づく教員配置を
行った。また、職員についても採
用を行った。

　 なし
　教育研究の質の向上並びに組
織運営及び施設設備の改善に
充てる。

　 該当なし

　 なし 　なし 　 該当なし

第９ 剰余金の使途

（中期計画 第７～第10）

第２期中期計画 令和４年度計画

第７ 短期借入金の限度額

　　１   短期借入金の限度額 　１   短期借入金の限度額

　　２   想定される理由 　２   想定される理由

第８ 重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画

　　４   その他法人の業務運営に関し
　　　   必要な事項

　４   その他法人の業務運営に関し
　　   必要な事項

第10 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

　　１   施設及び設備に関する計画 　１   施設及び設備に関する計画

　　２   人事に関する計画 　２   人事に関する計画

　　３   積立金の使途 　３   積立金の使途
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